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21.変動する社会における政治の変化と連続

一ペルーの政治文化からみたフジモリ政権とその後一

筑波大学大学院人文社会科学研究科 現代文化・公共政策専攻 教授遅野井茂雄

はじめに

ブジモリ政権の誕生が、急激な都市化と軍政の改革にともなって進行した政治・社会変

動の文脈において理解できる現象であることは言を待たない。とくに 1980年代後半に深刻

度を増した社会・経済危機の結果として生じた予想外の政治変化で、あった(遅野井 1995)0

同時にそれは、ペルーにおいて旧来の政治経済の枠組みを転換し、新たな開発の枠組みlを

構築する一つの機会と可能性を提示したと言っても過言で、はなかったであろう。

権力到達後フジモリは、世論の高い支持を背に無党派の台頭を促し、軍、テクノクラー

ト、財界、国際金融機関の支持を獲得して統治能力の回復に成功し、治安対策と、グロー

パル化に対応した経済改革を実施した。平和と経済回復を実現した救世主としてのイメー

ジのもとで、 1992 年以降 5 年間にわたり 60~70%の高い支持率を維持したのである。治安
の改善のもとで市場を重視する経済発展の根幹は、ポスト・フジモリ体制においても継承

され、 2002年以降年率 4010の経済成長を支えている(遅野井 2003)0 

だが、フジモリ政権を支えた理念や運動をフジモリスモ (Fujimorismo) と呼ぶとすれ

ば、ポスト・フジモリのベルーにおいて、それは支配的な政治場裏から見事に一掃されて

いる。2001年の選挙でフジモリ派から出馬した元経済大臣ボローニャが獲得した得票率は、

有効票の 2010に満たないものであった。 2000年の選挙時においてすら、 500/0近い支持を確

保したフジモリスモの見事な霧散は、現代ペルーの政党システムが直面した著しい可変性

(volatility)を象徴するものであるD

理念としてのフジモリスモは、誠実と勤勉、効率的な統治、直接民主主義、小生産者や

教育を重視するものであったとしても、そもそもその内実は漢としたものに過ぎなかった。

政権は、脱イデオロギーのもとで理念を極養することも、またネオリベラルな政策環境の

もとで、理念、に対応した施策を打ち出すこともしなかった。さらに政党を通じた代表制の

構築を忌避し、人民投票的な直接的関係を民衆との聞に築くなど、ペル一政治の上で「最

も無定形な運動J(Degregori、Coronely del Pinto 1999 : 480) としてのフジモリスモの

性格が、その浮沈と関係があることは疑いない。

むしろ支配的な解釈において、フジモリスモは、フジモリ支配と統治を支えた権力装置

と同義であると理解される。元国家情報局顧問のモンテシノスを軸に築かれた「マフィア

的国家J(Dammert 2001、Pease2003)を倉iJりあげたフジモリスモの実態、が、体系的な腐

敗や不正とともに白日のもとに曝された結果、劇的に霧散したという事実がある。共和国

史上二人目となる元首の国外逃亡と、日本国籍を盾にした「自主亡命Jとし 1う不名誉な結

末が、政権全体の評価を規定したという要因も指摘されなくてはならないだろう。

小論は 10年を超えたフジモリ政権を政治文化との関わりにおいて捉え直す作業士通じ

て、ベル一政治における変化と連続性について考察することを目的としている。社会変動

を背景に生じた新たな政治変化によって可能となったフジモリ政治が、結局は、従来のベ

ノレ一政治の制度(インフォーマルな制度を含む)の拘束の中におさまること、あるし 1はフ

ジモリの改革と統治が制度的な連続性と拘束のもとで行われ、新たな開発の枠組みや自

家・社会関係の構築には至らなかーった点を明らかにしようとするものである。そして、敢

l ガレトン、カパロシらの提起する、国家、政治代表構造、社会アク ターの社会経済基盤の関係性をさす[社

会政治的マトリ ックスJ(SPM)を想定しているの (Gar・etton，Cavarozzi， Cleaves， Gereffi， and Hartlyn 2003)。
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後にこうした政治文化が、ポスト・フジモリ体制の政権をも規定することを示そうとして

し、る20

1. 政治文化と変化3

( 1 )ペノレ一社会の非同質性の高さについては、いまさら指摘するまでもない。相互に意

思疎通の国難な「社会的群島J(archipielago social)という、 40年前にベルー研究者らによ

って規定されたベル一社会の性格は、いまだその有意性を失つてはいなし i(Matos 

Mar1968)。社会の亀裂は、深く、大きく、多段で、国家としての統一性や統合、形成は未

達成の課題であり続けたまま、ベルーはグローパル化にともなう「ポスト国民国家Jの時

代に突入している。

植民地以来、社会には大きな格差構造が埋め込まれた。二O世紀半ば以降にかけての近

代化と都市化を通じ、またベラスコ軍政 (1968 75) による改革を経て、カスタ的な伝統

社会には大きな変化が生じたにもかかわらず、教育、所得、資源において厳しい不平等に

規定された、流動性の乏しい階層社会の本質は変わっていない。民衆層、貧困層、先住民

の多くは、憲法や法律で保障された市民的・政治的・社会的諸権利から実質的に排除され、

法の前の平等や機会均等の原則も、彼らにとり実際には死文に近い厳しいものがある

(Figueroa、A1tamiranoy Sulmont 1996) 0 

階層的な序列が民族の肌の色にほぼ相応する不平等社会は、特殊な人的ネットワークを

通じて補完されるとともに、タテに分断され、横の連???を阻止するメカニズムを備えた。

能力や地道な努力が正当に報われにくい階層社会で、下位の者が社会仁昇を遂げるには、

上昇しようとする同位の者を中傷し、富や権力をもっ上位の者におもねり、すり寄ること

が現実的で (Delgado1974)、他方、上位の者は、使用人や部下として下位の者を取り込

んで保護し、擬制的な大家族を作ってし 1く。非人格的な法治よりは、具体的な人物を介し

た特殊な関係を重視する傾向(べノレソナリスモ)とともに、パトロン=クライエント関係

がこの階層社会を仲介し、タテに貫き、社会的な統制を確保してきた(Guasti1977)。身分

や財産、権力や地位の異なるこ者の間で、忠誠への見返りに庇護や恩恵、を期待する直接的

で垂直的な相互依存関係は、大農園における地主と小作の関係のように、温情主義(バタ

ーナリズム)と奉仕を介し、長らく維持された。パトロンェクライエント関係や友人関係

を基礎とした個人的な依存関係が、亀裂の大きな「二重社会J(ブリコー)をまとめてきた

と言えよう。

1821年共和国として独立した後に、外部から導入された自由主義的な政治制度は定着せ

ず、カスタ的な階層社会や、貴族的で排他的な寡頭支配体制と共存し実際には権威主義、

クリエンテリスモCclientelismo)、パトリモニアリスモ(patrimonialismo)といった支配的な

政治文化が、現実政治を動かすアルファでありオメガであった。そしてリマに過度に集中

した中央集権国家でありながら、後に述べるように植民地以来の家産自j的伝統を引き継ぐ

なかで、歴史的に国家は一部の支配エリート層に私物化され(寡頭的国家)、その機能は脆

弱であり、また地方の秩序は実質的にアセンダードやガモナール、ミスティに委ねられた。

1970年代前半に農地改革が全国に及び、国家中心型の開発{本市Ijが確立したにもかかわらず、

2 本稿は、ベノレーの社会変動に関わる国内連携研究会、国際共同地域研究「現代ベルーの総合的地域研究Jに

おいて開催されたワークショップから数々の示唆うけ、また関連した科学研究費に基づく現地調査によっ
て可能となった。

3 ベル一政治社会の伝統的特色と変化は、(遅野井 1985)、(遅野井 1995)で論じている。また最近の論考と
して(遅野井 2004a、28章)を参照されたい。
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今日まで、国家が公共財やサービスの供与を通じて公的な権威を領域に遍く浸透させると

いう近代的な任務を、ほとんど達成できなかったのである。

( 2)近代化に伴い民衆層が登場する 中で、ビリングルスからアプラに至るポピュリ ズム

運動が勃興する。ポピュリズムは、かつてスティーブ・スタインが的確に指摘したように、

f政治領域において、パトロン=クライエント関係を実践する拡大した枠組みを提供した」

(Stein1980 : 212) 0 つまり、ベルーにおいて近代化と社会動員に伴って登場した民衆層

を社会的に統制する政治メカニズムとして、ホ。ヒ。ユリズムは有効に機能したのであり、近

代化に対応して出現する新たな勢力を、伝統的な政治文化の枠組みのなかに吸収すること

によって、階層的社会を刷新し維持する役割を果たしたと言えよう(遅野井 2000)0

近代化にともなって生じた労働運動、また急速な都市化にともない拡大したバリアーダ

スなどに居住する都市貧困層と、政府ないし政党指導者との間には、パトロンコクライエン

ト関係がブローカーを介して拡大して機能し、効果的な社会的統制が機能した結果、政治

的多元主義の発展には明らかに制約が加えられた。労働組合には公的認可や社会保障制度

などフォーマルな関係を通じて、またオドリア以降、不法占拠で作られた住宅地の認可や

インフラなど公共事業、社会福祉の供与を軸として、労働者、貧困層に対するパトロンと

しての政府のバターナリズムは有効に機能したD ベラス コ政権期に至って、その社会統制

の枠組みは、自助の促進とコーポラテイスト的な体系によって補強された (Collier1976) 0 

だが他方で、アンデス農村からリマを中心とするコスタ都市部への急速な人口流入は、

ホルへ・パサドレが f20世紀最初の社会革命J(Basadre1980:389) と表現するほど劇的

な社会変動をもたらし、また軍政による [革命Jは寡頭的国家に終駕を告げ、都市に溢れ

出た民衆がフォーマルな制度のあらゆる面で台頭する(マトス・マルの「民衆の氾濫J)。

同時に 1980年代の深刻な経済危機を経て、それまでの限定的な国家のプレゼンスと能力

が著しく後退した口それにともない、社会的統制のメカニズムもしだいに変形し、以前ほ

どその機能において効率性を維持できなくなり、政府や政党との間の垂直的関係を離れた、

新しい社会運動が誕生したということも事実として押さえておく必要があろう 40

もっとも 1980年代を通じて行われた政府の社会プログラムも、政治的クライエンテリ

ズムに基づいて実施され、自律的と見られた社会的運動体も、政府のクライエンテリズと

の関係において戦略的な対応をせまられたことは否定できないD その中で、新たに台頭し

た社会運動に関する議論においても、旧いタイプの政治文化を変革し、実質的な市民権の

獲得を通じて民主主義の基盤を強化する運動体としてその役割が評価されるというよりは、

むしろ旧い政治文化の枠組みの中で捉え直される修正主義的な解釈が支配的となった

(Pasara V otros 1991、村上 1999)。著しい社会変動と深刻な経済危機のもとで、パトロン

ヱクライνエント関係は支配の有効な機能を失いつつあるかにみえたものの、政治家の行動

や民衆との関係において、 家産市IJ的でクライエンテリズムに基づく伝統的な政治行動原理

が強く生き続け、明らかに新たな特徴を持って現われていることは疑いないところである

(Cotler1994 : 13)。
とくに政党は、かつてビクトル・アンドレス・ベラウンデが呼んだように f個人主義的

な集合体J(agrupaciones personalistas)であり、創設者であり絶対的な個人的指導者を軸

にパトロン=クライエント関係を介した運動体であった。支持者に対して公職を分配する

機能を帯び、近代的な組織化は遅れ、政党システムは歴史的に脆弱であった。党首は現代

版カウディーリョとして、党全体と幹部に意味を与え、幹部は個人的で特殊な関係を通じ

て、党首から特権を引き出し、ブローカーとして部下や追随者との間に同じような関係を

4たとえば、 (Steiny Monge 1988)。
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創り出す。垂直的関係は政党内部の階梯を通じて下方へと再生産されてし 1く。党内の重要

決定は党員の民主的手続きによるよりは、党首などー握りの領袖によって行われる。無謬

の党首は、選挙における政党リストの候補者決定や選挙後のポスト選定を個人的関係に基

づし 1て決定するなど、党内民主主義の欠如は歴史的な課題であった。指導者とブオロワー

ズ、民衆との間には、強いパトロンニクライエント関係を介在させ、政党政治におけるエ

リート主義的で排他的な性格は続き、広範な民意の反映や代表制の機能は阻害されてきた。

政党を通じた代表性の制度化というよりは、大統領と民衆との直接的な関係が政治を動

かす重要な要素で、あった。 1980年代後半以降の新たな民主体制において、オドネルが「委

任民主主義j と呼んだ特徴の中に民主政治が停滞する中で、人民投票的な (plebiscitary) 

傾向が続いた (O'Donnell1993 : 62)。オド、ネルがメネムやコロールの各政権とともにペ

ノレーについて例示したガルシア政権のみならず、ベラウンデ政権においても同様の傾向が

顕著にみられた。選挙で正当性を与えられた大統領は、連合を含む政権与党が議会で絶対

多数を占める中で、大統領・行政優位の政策決定を行い、議会はそれを追認するだけの役

割を果たすにとどまり、「委任民主主義Jの基準としてオド、ネノレの重視する「水平的なアカ

ウンタビリティーJの欠如が、顕著に観察されたのである (O'Donnell1993)50 

行政と立法との関係において重要な役割を期待された司法は、裁判官の任命を通じて政

治化され、時代錯誤的な形式主義と、構造化された腐敗とあいまって、その能力は著しく

低下しており、もとより低所得層の司法へのアクセスはきわめて限定されていた。また、

腐敗を正すべきマスメディアの機能も弱く、 1990年選挙で典型的にみられたように公正な

選挙報道は期待すべくもなかった。

( 3 )国家は植民地体制の伝統を引き継ぎ、家産制的特徴(pa trimonialism)から脱却する

ことはできなかった(Cotler1978)。職業官僚システムをもたない国で、パトロンニクライ

エント集団としての政治勢力や政党が政権を握ることで、家産品Ij的な制度は実質的に再生

された口

大統領は個人的ネットワークに基づき信頼のおける部下を閣僚や公社の総裁に配してそ

の裁量に委ね、大臣や総裁も信頼のおける部下を登用して行政を固めようとする。こうし

て形成される政府は、公職の争奪・創出と役得の分配を通じた支持者のための雇用創出機

構と化し、党派により私物化され政治化される傾向を帯びることになる。近代国家の原理

において、本来、公共財の供与を任務とするはずの行政機構は、政権に参加した政党や政

治勢力によるいわば「植民地j と化し、私的な利害によって支配されやすい。議会やマス

コミもそれを抑制する力を持たず、腐敗は内在化される。政府は国益を叫び民衆の名を語

りながらも、公益の名を借りた特定の利益や既得権を追求することになりがちである。選

挙にせよクーデターにせよ、党派勢力による国家機構の争奪を賭けた戦いの場であるとい

っても過言ではなかった九かつてダグラス・チャルマ…ズが特徴づけた「政治化された国

家Jという現実(Chalmers1978)、あるいはジェームズ・ペインが描写した政権をめぐる

内(in) と外 (out) との壮絶な争いは、疑いなくべノレ一政治の特徴であり続けてきたので

ある(Payne1967)0 

ナショナリズムとポピュリズムを阿輸として 1980年代まで続いた国家中心型開発体制

は、過度の規制と保護のもと、さまざまなレベルでモラルハザードを生み出し、腐敗の山

5逆に 1980年代の二つの民政における代表制の機能を評価する文献としては、 (Tanaka1998)。

6 P エヴ、アンズの分類に従えば、多くのラテンアメリ力諸国ど伺じよう;にこ、ベル一lは土、諒奪型国家(ゆpre吋ed白似a剖tωO

S坑ta抗teω) とチヤ/ルレマ一ズズ、.ジヨンソンが呼んだ開発指向型国家(ωd恥leve叶?北101ド)men川u川l叶1s引u川lteω)の中問にイ位立置する国家
となろう (Evans1995)λ 。
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を築いてきた。この背後には、近代官僚制の外見にもかかわらず、家産官僚制的な特徴を

残す国家の性格が明らかに影を落としている70 経済自由化政策を導入したベラウンデ政権

も、この傾削=ら免れることはできず、政府機構の肥大化は続いたO 軍警察、国営企業を

除いた公務員の数は、 1970年の 21万人から 20年後には 63万人に増大している8ーポピユ

リスト的な経汚政策のものでとられた保護主義と経済への過度の介入主義は、結果として、

企業家層に技術の導入や経営努力で生産コストを下げ競争を高めることを促すのではなく、

政治的な交渉や人的関係でレントを維持・拡大する方向にインセンテイヴを与えた。経済

のインフォーマル化が進む中で、労組を含む一部特権層の維持と、非効率な経済構造を作
り上げたのである。

(4 )またペルーにおいて政治文化しての権威主義は強固で、民主主義はいまだ確固たる

基盤に支えられていない。制度としての民主主義を支える上で重要な要素であるインフォ

ーマルな制度や価値観は弱し 1ものがあり、世代の変化を通じて強化されつつあるとも言え

ない口多くの異質の要素と社会的亀裂をもっ国において、民主主義に関する正当性、意識

や認識、また制定する法の正当性の認識にも相違が出てくることは避けられない口中間層

には、民主主義に関する健全な支持者が存在するが、国全体として自由と秩序の問にバラ

ンスのとれた関係を築くことはなかった。

戦後ベルーの政治過程から着想、を得てラテンアメリカの政治理論のモデ、ル提示を試みた

チャールズ・アンダーソンがかつて指摘したように、政治システムは暫定的な性格を持つ

ものであった。民主的選挙は政権の正当性を決定付ける制度ではなく、クーデターも政治

変化の重 要 な メ カ ニ ズ ム と し て政治システムに組み込まれていたのである

(おlderson1971)o1933年憲法の下で 6年の任期を全うできた政権はプラド政権 (1939-45)

のみであり、度重なる軍による政治介入があった。「民主主義とは命令すること」と一般に

考えられ、また「民主主義では食えなしリと言ったのはオドリア将軍であった。そうした

独裁者の政治や権威主義的な統治スタイノレを支持してきたのも、また民衆であった。

12年の軍政の後、 1979年憲法体制のもとでベラウンデ (1980-85) とガルシア (85-90) 

政権が誕生した。「民主化の第三の波Jにおいて、民主システムに対する正当性も相対的に

高まるに至ったが 民政移管の過程を自らの影響力の枠内で取り仕切った軍の力は、ポス

ト権威主義体制下においても強く残ったD とくに治安の悪化により、軍の政治的役割は著

しく増大し、領域の半分以上は非常事態宣言が発動され、軍人の政・軍司令官の管理下に

置かれた口まさに i1992年に崩壊するのは、 1980年からしだいに機能し始めた軍の保護の

もとで、の民主主義」であったというへンリー・ピースの指摘 (Pease2000: 16)も、あなが

ち過大な表現ではない。軍民関係には大きな変化はなく、 62年、 68年のクーデタ一、 92

年のアウトゴパ/ベに至る軍の直接的な政治介入の動機にも連続性が認められる

(Rospigliosi 2000) 

12年間の軍政下で政治活動を断たれた政党は、民政復帰にともない政治舞台に再び登場

したものの、軍政下の改革にともなう急激な社会変動に対応して、イデオロギー的にも組

織的にも刷新されなかった。1960年代までのカウディーリョ的な指導者が復帰し、伝統的

な政治行動原理が持ち込まれ、家産制的な特徴と実践に基づき、社会構造との関係からす

れば排他的で 脆弱な政党システムが再現された。

また 1963年から始動した比例代表制(ドント式)と、 1979年憲法の規定によりリマ首

都圏に過少に害1]り当てられた代表システムは、民主化にともない 80年代に政権を獲得する

7この伝統は、ボリビアにおいて、より典型的な形で残っている。(WorldBank 2000)、(遅野井 2004b)

8 1 NAP (行政管理庁)内部資料に基づく。
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二つの政権与党に有利に作用し、すでに述べたように民政下での行政府優位の傾向を 60年

代と比べ、飛躍的に顕著なものとした。他方で、少数政党に対し敷居値を伴わない寛容な

比例代表制は、政党システムに多党分立化傾向を膝胎させた。同時に、党の提出した比例

名簿リストから 2名まで有権者が選択できる選好投票制度が 85年から導入されたが、それ

は、同一党内における候補者同士の競合を進め、党に対する一体化、忠誠心を徐々に薄め

る効果をもたらし、無党派勢力の台頭する傾向を強めることとなった(Thesta1997)。
1979年憲法体制は、ブジモリ政権のもとで断絶する。また連続再選を可能にしたフジモ

リ憲法とも呼ばれる 1993年憲法は、フジモリの二期目 (1995-2000)とトレド政権 (2001-)

を誕生させたが、目下、再び憲法改正、新憲法制定の作業が議会で進められている。

( 5)深い異質性を抱えた非コンセンサス社会において、持続的な発展につながるような

合意が形成されることは困難であった。政府と社会、民間との協力関係は伝統的に弱し1も

のがあり 9、協力関係が見られるときは特権の確保を通じた関係であり、腐敗やモラルハザ

ードをともなった。閉じられた個人的なネットワークの外では相互の不信感に支配される

社会において、見ず知らずの第三者が、一定のルールと行動ノ〈ターンを共有し、問題解決

に向けて相互に協力をしようとする信頼関係は希薄で、いわゆる社会関係資本の蓄積は、

全般的に貧弱なラテンアメリカの中でも乏しいと言わざるをえない10。かつてビクトルA.
ベラウンデは、「わが{ベルー]国民には集団的な協力関係はほとんど存在しなしリと指摘し

ている (Belaunde1963:16、[]は筆者)。

正当性の認識も異なるため、東アジア地域のように開発主義イデオロギーが各層に共有

され、プロジェクトとして国を挙げて担われ、遂行されることは難しい。過去の経験が共

有され教訓としてフィードパックされ、次代の発展のために活用されることも期待できな

い。市場原理を重視した開放経済と、国家による過度の介入主義の問の「振り子j 的な変

化という、ブレの大きな政策にもそれは反映されている。

1960年代後半の農地改革や工業化、また 90年代初めの自由市場化への経済改革など、

時代状況からして一定のコンセンサスがあると考えられた時代を画する改革は、民主制度

のもとでは実現されず、ベラスコとフジモリという、ともに「チーノ j と民衆から慕われ

た強力な指導者の下で、同様に政党政治を忌避する政権によって、強権をもって行われた。

そして両者とも、改革後の政治システムに政治基盤を残すことはなかった。

ペルー現代政治における変革と発展の試みは、教えて言えば、異質な社会構造の中から

出現した一定の勢力による、一方的な単独主義のプロジェクトであり、その壮大な葬列の

歴史であったといっても過言ではない。そこには集合的行為の問題が常に顕著に発生した。

それぞれのプロジェクトから利益を得た層や個人は多いのだが、その多くはフリーライダ

ーであり、各プロジェクトは広く国民の参加やコミットメンを制度化し、国の発展に導く

といった性格のものではなかった。こうして累々と国家発展の貴重な機会が失われてきた
のである。

1930年代以降アプラ党が提起した民族主義的な国家改革案は、全体として保守的な政治

地図の上からすれば、あまりに急進的であり、地主寡頭勢力を庇護した軍部に弾圧された0

60年代に現われた人民行動党とキリスト教民主主義による穏健な改革主義は、政党の合法

化と引き換えに保守勢力と連携したアプラ党の前に挫折してし、く。

1968年、クーデターで誕生したベラスコ軍事政権は、諸勢力からの自律性を確保し、そ

9 たとえば(Thorp1991: 196-197)。

10 ラティノバロメトロによれば、第三者に対する信頼感はラテンアメリカの平均値(17ポイン卜)を下回
り、 15ポイントである。 (Latinobarometro2003 : 26)。
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のもとで改革が引き延ばされた歴史的課題に対して、軍事力を背景に上から鮭答を与えた

(iベルー革命J)。農地改革を敢行して!日怖1)を解体するとともに、外資の国有化を進めて

国家中心型の I~f~発体制を構築し、労働者都市低所得層 e 先住民 e 農民層の国民的統合を進
めた。しかし i革命Jは所有関係や、低所得層の意識に影響を与えたものの、その所得再

分配の成果は限定的であった。改革は、最後まで、軍事的プロジェクトといった性格を払拭

することができず、市町士会との問に有機的な関係を築くことはなかった(遅野井 1995)0

1980平の民主化に伴って発足したベラウンデ政権は経済自由化政策を導入したものゐ

同時に公務員の増大を伴う伝統的な政治運営を強めた。軍政期の改革による社会変動や国

家中心型の経済開発とは無縁な環境にいたテクノクラートによる経済政策の変更は 債務

危機を経て政治の分極化をまねき成果をあげることはなかった口 85年に誕生したアフ。ラ党

ガノレシア政権は、債務危機後の調整過程で IMF型の構造調整への反発という環境のもとで、

民衆層のみならず企業家層(し 1わゆる r12使徒J) からも支持を得て、自立した経済発展

を目指し、民族主義的で内向きの体制を敷いた。だが、若い大統領の時代錯誤とも言うべ

き民族主義と、国を変えたいという強V¥自発主義の発露は、 1980年代末、国を破綻に導く。

そして言うまでもなく、 1980年代から 90年代にかけて猛威を振るったゲリラ闘争(セ

ンデロ・ルミノソ)こそ、その理想化した時代錯誤の原理主義的プロジェクトを、残忍に

も社会に暴力的に押しつける単独主義の権化といった存在であった口

2. アジモリ政権と政治文化

1990年、深刻な社会経済危機と既存政治に対する不信感を背景に、エリート層のボタン

の掛け違いから思いがけず政権を手にしたフジモリは、治安の改善とともに、グローパル

化の時代に適応した自由市場経済改革を上から行い、既存の政治勢力を圧倒する支持を長

期間にわたって維持した。相対的みれば、失われた統治能力を取り戻し、国家機能を回復

させたのだが、新たな代表制を構築することによって市民社会との間に有機的な関係を築

くことも、また市場原理に則った新たな経済社会のノレーノレを、経済主体との間に幅広いコ

ンセンサスを形成することによって定着させることもなく、初期の成果を持続可能な発展

の基盤とすることはできなかった。最後は、権力保持のため強化された諜報的な政治に支

えられる中で、政権は腐敗の露見から破綻し、支持基盤すら霧散するほど無残な最期をむ

かえた。

冒頭にも述べたように、ブジモリ政権の誕生は、急速な都市化によって生じた社会変動

と 1970年代の軍政による改革、 1980年代のテロの蔓延とあいまった未曾有の社会経済危

機を背景に、既成政治に対する極度の不信の高まりと政党制度の弱体化といった特異な政

治変動の結果から説明される現象であった。都市の小生産者など民衆層の台頭、経済危機

とテロ活動の拡大、インフォーマル経済の拡大、国家の能力の衰退と不在の顕在化、弱体

な市民社会のさらなる解体など、全般的な危機にともなって生じた政治的変化と捉えるこ

とができる。そうした深刻な危機状況がアウトサイダーとしての大統領の登場を促し、政

府に高い自律性を付与する特異なコンテクストを創りあげたのである(遅野井 1995)0

アウトサイダーによる政権の誕生には、構造的な変動に根ざす新たな政治文化の蕗芽と

形成という契機が含まれていた口 1992年のアウトゴ、ノレベに対する支持の高さと、対照的に

既成政党に対する支持の低さ、また政府の改革に対する高支持率の持続と期待にも、民衆

層に芽生えた新たな政治的アイデンティティーの存在が観察されるなど、明らかに一定の

政治変革の機会が投影されていーたと見ることができる。そうした政治変化を基礎にして、

政治に新風を吹き込み、市民教育を通じて、新たな政治文化の萌芽と佐胎を、実質的な変

化につなげることが可能であったであろう。市民社会を回復・強化し、新たな民主主義の
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発展への契機とすることもできたであろう。

フジモリ自らも家産制的な政府と政治運営のあり方を批判し、モラノレの確立を訴えた。

誠実さは、唆味な選挙スローガンの中でも重要な要素を占め、政権のアピ…ル・ポイント

であった。特権に支えられモラルハザードをもたらした!日来の経済体制を打ち砕くことに

成功し、より競争的な市場経済の環境を倉Ijり上げたことは疑いない。 1992年のアウトゴル

ベを正当化するために、ベラスコ軍政期の非政党的言説と同様に、エリート支配の政党政

治を拒絶し、大多数の国民の参加と代表を保障する真の民主主義の確立を宣言したが、そ

れは 800/0とし¥う圧倒的な支持に支えられた。

しかしフジモリは 新たな政治秩序や政治代表の建設に向けて、その機会を活かすこと

はしなかった。また運動を通じて、小生産者を基礎とした開発の可能性を探求する、ある

いは政治文化の制約を克服しようとする努力もなされなかった。結論的に政権全体を総括

すると、政治スタイル、統治の態様に規定された政権運営も、全体として伝統的な政治文

化のなかに収まるものであったと言える。指導者としてのフジモリも、クリオーリョ的な

ペノレーの政治文化のコンテクストの中で育まれ、権力の頂点まで昇りつめた、きわめてペ

ノレー的とも言うべき政治家であったとしづ認識を胞かざるをえないのである。改革の受益

層もエリート層に集中するなど、伝統的なエリート支配を変えるというよりは、むしろそ

れを刷新したことは否めない。

つまり、身内や友人を通じたエリートの確保、個人に集権化された政治のあり方、非政

党的な統治、説明責任の乏しい政治手法と政策決定過程、連続再選への誘惑、社会支援プ

ログラムに見られた支持者との直接的な関係、さらには「クリオーリョ的ビベザ(抜け目

なさJの表現としてのみ理解可能な日本国籍の主張と日本での「自主亡命j に至るまで、

フジモリ政治は、概ねペルーの伝統的な政治文化に合致し、それを強化する役割を果たし

たと結論づけることができる。批評家ウゴ@ネイラは「フジモリは、われわれの悪のすべ

てを集約しているJと述べているが(Neira2001: 150-151)、きわめて的を射た総括と言えよ

う110

( 1 )フジモリは、旧来の家産制的な政府のあり方を批判することで政権を発足させたD

しかし、アウトサイダーとしての脆弱な政権基盤のもとで、既成権力に対抗して自らの支

配権を固め、権力を行使して改革を実行するためには、信頼できる身内や友人関係に依拠

せざるを得なかった。政府の形成においては、経路依存性が決定的であった。大統領の親

族、モリーナ国立農科大学、出自としての日系人の利用など、信頼できる個人的関係を基

礎に、エリートの徴用を行なった。その内、個人的に信頼を寄せた人物が、モンテシノス

であったことは言うまでもないD 既存エリートとの関係を欠き、社会との有機的接点を欠

いたアウトサイダーとして、統治にあたりフジモリは、集団的な代表機能の強化というよ

りは、個人的な信頼関係やパトロンニクライエント関係に基づく「断片的な編入J(コトレ

ーノレ)としづ伝統的手法に依拠したというのが実態である。地方の人材が新たに活用され

たが、全般的にはアウトサイダーの悲哀という点もあり、活用できる人材は限られ、そこ

にもモンテシノスの関与する空間が広がったとも言えよう。

アウトサイダーとして登場し、事前に経済チームを持つことなく発足したフジモリ政権

であったが、未曾有の社会経済危機と政党不信を背景に生じた政治的スペースを巧みに活

用し、国際機関からの支持を受けて、一握りのテクノクラートを特殊な利害から隔離し、

その政策遂行能力を高めることに成功した。ワシントン・コンセンサスに基づく経済の安

定化と改革を、一貫して実施しうるだけの自律性が旅保されたのであり、短期間に行われ

11 7ジモリ政権の政治体制については、(Pease2003)が文献を総括し評価を行っている。
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たビッグパン的な経済改革は国際機関から高い評価を得たのである。

そのもとで、市号経済の発展を促す公的機関が新設され、民間並みの処遇で公募により

有能なテクノクブートが採用されるなど、 家産市Ij的な国家の性格を脱する努力がなされた

改革された国税局 (SUNAT)や税関 (SUNAD)、公正な競争を保障し市場経済の機能を

強化するための機関(INDECOPI)、民営化後の監督権限を与えられた分野別の規制機関

(電力分野の CTE、通信分野の OSPITEL、エネルギ一分野の OSINERG、など) ある

いは貧困対策を担当した国家開発補償基金FONCODESなどの社会支援機関がそれである

これらは既存の政府省庁の枠外に新設され、従来の政治的クライエンテリズムからは遮断

された機関であった。また、民営化フ。ロセスはラテンアメリカ諸国の中では、程度の問題

ではあるが、国際機関の関与のもと、比較的高い透明度を確保し中立的に行われたことは
指摘しておいてもよいであろう 120

フジモリ政権の制度改革は、危機の中で、国家の不在に特徴づけられ、司法に至るまで

インフォーマル化が加速するなど「事実上の民営化J(リチヤード・ウェッブ)により国家

の空洞化が進んでいた傾向をくつがえし、国家本来の機能と能力を向上させ、公的制度を

強化するための改革であったといっても過言ではない。しかし新設された機関は、行政シ

ステム全体から見ればエンクレーブに過ぎず、既存の政府省庁の改革は、人員を縮小させ、

小さな政府を実現したものの、根本的なと ころは手付かずで、全体的な行政本体の制度能

力の改善は後回しになった。む しろ、軍部はもとより外務省においてみられたように、そ

れまで存在した数少ないキャリアシステムを持つ組織や、あるいは新設された機関も、政

府の政治基準の介入によって影響を受け、制度は明らかに歪められた。

二期目に入り世界銀行や米州開発銀行の援助を受け、政治に左右されない効率的な行政

機構の構築を目指す国家近代化と、遠隔地住民や低所得層の司法へのアクセスの確保を目

指す司法行政の改革が開始されるが、 1996年前後に見られた行政・司法改革に向けられた

熱意と努力は、 三選を目指す政治判断から 97年を境に急速にトーンダウンし、最終的に中

断・放棄されるに至った。そればかりか、三選を目指す戦略が露骨な形で展開される中で、

議会から裁判所、選挙管理委員会など憲法上の独立機関、あるいは改革され徴税能力を著

しく高めた国税局、さらにマスメディアに至るまで体系的な浸透が見られ、それらは政治

支配と長期政権化のために操作される対象となった。民主制度と法治国家全体の機能は、

明らかに歪められたのであり、行使された法の二重基準は、融資元の世界銀行からも批判

された(遅野井 1999a)。フジモリ時代の司法の政治化は、ポスト・フジモリ体制下にあっ

て、フジモリ自身を追い詰める結果をももたらしている。

市場経済の発展を促す「第二世代改革」は、権威主義的手法とショック療法で事足りた

経済安定化を軸とする「第一世代改革j とは言うまでもなく、性格を大きく異にする。多

様な利害関係者やセクター・経済主体を巻き込み、説得と合意、調整を必要とする性質を

持つからである。モイセス・ナイムの比輸を借りれば、「制度的な化学療法」にもなぞらえ

ることができる、忍耐をともない長期の時間を要する作業であり、成功するとすれば本質

的に民主的ガバナンスの構築をともなうものである 130 それだけに、次に述べるフジモリ

の政治手法、統治に変化が要請されたわけであるが、 三選を目指し権威主義化を強める政

権の変質はそれを不可能にしたと言えよう。
フジモリ政権下の家産制的特質は、ネオリベラルな枠組みの中で行われたため、明らか

に伝統的なそれとは性絡を異にする ものであった。 マクロ経済の安定、秩序の回復といっ

12 フジモリ政権の崩壊後に民営化委員会(COPRI)の責任者となった反フジモリ派の長官による評価を含むη

13第二世代改革の性格と困難さについては(遅野井 1997)、(Guerra-Garcia1999)、また同じ観点からする

最近の論考で、は(Wise2003)‘ (Tanaka 2003) を参照のこ とc
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た基本的な公共財を倉IJ出に成功し、統治能力を確保して、社会プログラムや道路・水道・

電気等の基本インフラなど公共事業を実施した。それまで国家から見放されてきた地方や

住民に広くサービスを供与し、それによって国家のプレゼンスを高め、失われた国家機能

を、以前にも増して回復したことは疑いない。

だが、その反面で家産制的性格から免れることはできなかったことも事実である 14。パ

トロネージから免れない中央政府のあり方に加え、大統領の周りに権力を過度に集中させ

ての25意的な権限行使としづ政治手法、またすでに述べた司法・行政改革の中断にも、そ

の限界が明確に現われている。民営化後の企業の経営陣に政府の経済顧問が就くなどモラ

ルを問われかねない問題が、改革の初期から存在していた。そして長期政権化のもとで、

政府調達や民営化関連事業が、経済大臣やその身内と関連のある企業に優先的に落札され

る、あるいは三選を目指した政治支配という目的のために特定の企業に指名されるなど、

モラルハザードを高めた点は否定できない150 カメト経済大臣 (1992"-'98)を典型例に、

フジモリ政権ほど、企業家が長期にわたり経済関連のポストに就いた政権もない。経済危

機におおわれた 1998年以降は、政府と企業家との問には疑いなく、自由な競争原理を阻

害する傾向が生じた。

さらに後述するように、大統領省に予算の 250/0が集中し、それによって実施された社会

プログラムが政治的クライアンテリズムを基礎とする支持獲得の重要な資源となり、想定

された社会フ。ログラム本来の効果を低めたことが挙げられる。加えて政府による直接的な

社会支援プログラムの実施は、野党が支配することの多い地方自治体をバイパスする形で、

行なわれたため、地方自治体の行政能力の向上という、地方分権化を見据えた将来的な制

度発展にも資することはなかったのである。

他方、レギーア、オドリア以降の、政権に居座ろうとする伝統 (continuismo)は、フジ

モリ政権下においても受け継がれ、アルゼンチンのメネムとともに連続再選の悪弊を証明

する新たな事例となった。1993年憲法による連続再選の容認は、連続再選のキャンベーン

のために政府機関や公的資源が利用されないような仕組みと伝統を欠いたところでは、制

度的弊害がむしろ大きかったと言えよう。長期にわたり権力が集中されるなかで、腐敗を

極力抑えて良き統治を行うには、確かにロパート・ダールが的確な表現をもって指摘する

ようにJ誘惑に抵抗する自己否定といった超人的な努力」が必要であり (Dahl1998: 169)、

このルールにフジモリとて免れることはできなかったのである。在任中に模範とした東ア

ジアの指導者とは異なり、家産制の伝統の残るベルーにおいて、賢人政治は困難であった

と言えるであろう。

( 2) さまざまな懸案を処理したフジモリの政治手腕は、政党政治とは無縁のもので、あっ

た。初期の問は、少数与党政権として議会内での交渉が優先されたが しだいにコンセン

サス形成というよりは、「まず決定し後に伝えるJというスタイルを敢えて口にし、貫いた

のである。非政治的統治が支配的で、テクノクラティックな政策決定が主流となった160

有権者の既成政党への不信を背景に、少数与党政権を率いるフジモリは、政党と政党政

治を指弾し、改革を妨害する政党システムというイメージを強めた。 1979年憲法のもとで

大統領に委ねられた委任立法権限を駆使して経済改革と治安対策のための立法化を加速さ

14 たとえば (Cotler1994， Dammert 2002)。ネオリベラルな改革と家産制的特色を遣す国家の矛盾は、広

くラテンアメリカ全体に見られる傾向である。

15 フジモリ体制崩壊後に公開されたビデオから、いかに多くの企業家や政治家が政権に便宜やパトロネージ

を求めて元顧問の下に来ていたのかが明らかとなった。

16 非政治的な性格については、 CDegrregori2000)， (Lynch 2000)。
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せ、大統領弾劾をかさ、す議会との対立からtfiiJ度的、政策的な修着状況が生ずる中で、 92年

4月フ内リは[自王クーデターJを敢行する 170 議会を閉鎖して権威主義体制こ移行し、

93年以降は支配した民主制憲議会 (CC D)に基づき、権威主義的特徴を持つ体制が継続
された(遅野井 1993)。

公正な選挙で 60
010を越す支持を得て再選されたフジモリ政権は、民主主義との関係にお

いて内外にその正当性を回復したわけであるが、二期目における民主制度の回復という期

待感は裏切られ、政権はしだいに変質を遂げた口たしかに二期目が権威主義体制であった

か否かについては、議論の分かれるところではある(McClintock1999)。自主クーデター後

を含めて、政治的な自由と活動は反フジモリ勢力にも十分に開かれており、野党が支持を

得られなかったのは、フジモリの反政党政治キャンベーンによってのみ引き起こされたの

ではないだろう D だが、二期目後半にかけ独立機関やマスメディアへの浸透と支配などを

通じて強まる権威主義化傾向は、「委任民主主義Jの性格を逸脱し、メキシコの PRI体制

が権威主義体制であるとする同じ基準からすれば、明らかに権威主義と言えるところまで

ブジモリ政権を変質させたと言える口

その場合、権威主義的支配を可能にした重要なメカニズムは、政権与党による議会支配

であった。三期目の直後にフジモリ政権が崩壊する契機が、選挙で過半数をとれなかった

ために行なわれたモンテシノスによる野党議員の買収と与党へ編入工作の現場を写したビ

デオの暴露であり、またフジモリの辞任の決意が議会での与野党の勢力逆転に起因するも

のであったことは、フジモリ体制において議会支配がし 1かに重要であったかを物語ってい

る。その意味で、フジモリ体制は、一面で民主制度の機能によって支えられ、またその崩

壊もまた民主制度によってもたらされたと言える。

1993年新憲法の下で実施された選挙制度の改革は全国的な政党の組織基盤を欠いては

いるものの大統領という個人的指導者の高い支持にもっぱら依拠する政権与党の支配を可

能にした。一院制で、全国区を単一の選挙区とし、 ドント式に基づく比例代表制をベース

とした新たな選挙制度は、従来の選挙制度にCCD選挙の経験を加味したものである。選

挙制度は、 95年の選挙を経て、政権与党である変革 90と新多数派運動 (Cambio90/N ueva 

Mayoria) に有利な状況を作り出し、一党優位政党とその他の、原子化された脆弱な政党

や無党派からなる多党市Ijという政党システムを創出せしめた180

政権与党は、 1980年代のいずれの政権にもまして議会との関係で大統領優位の政治体制

を保障したのであり、「水平的なアカウンタビリティーJの欠如は徹底され、体制の権威主

義化を強化することになる口民政下でフジモリ政権ほど、密室で事が運ばれた政権もなく、

説明責任の無さは歴代政権の中でも hermetismoと呼ばれた軍政期のそれに次ぐものであ

ったと言えよう。それゆえに常にソルプレサ(驚き)があったわけであり、様々な懸案の

解決において社会を出し抜き、功を奏した面も少なくはない。そこには効率に基づく問題

解決能力によって支持を得、定期的な選挙(i垂直的なアカウンタビリティーJ) によって

政権の正当性を確保するというフジモリ政権の本質が隠されている。

ショック療法をともなったラデ、イカルな経済改革やテロ対策は秘密裏に事を運ぶことを

余儀な〈されたが、その延長線上にブジモリ政治が展開され、政権の政治運営全体を規定

したといろ側面も考慮すべきであろう。とくに 1992年のアウトゴ、ルペ以降は情報が閉ざ

され、明日￥に翠・民政権的な性格が公にも顕在化するなかで、 97年以降は、たしかに「警

17行政府と立法府の制度的関係を重視する立場から「自主クーデターJを分析する研究として(Kenney2004)。

18全国区を単一の大選挙区どしたのは 79年憲法下での上院議員と同じで選出方法であり、すでに述ベたよ

うにドント式に基づく比例代表制は 6:3年以来のものであり、選挙制度には一定の連続性が見られる。

('fuesta 1997) 
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察国家j あるいは「マフィア的国家Jに近いものに変貌し、民主制度や市民社会は操作さ

れるべき対象となった。経済、治安面で成功した政権だけに、強力な権力装置ができあが

ったことは否めない。
大統領個人への権力の集中は、中央集権化の再強化とともに進んだ。ネオリベラル改革

の環境のもとで、 1990年代ラテンアメリカ全体で地方分権化が推進されたが、ペルーはそ

の流れからは外れる事例となった。 1979年憲法に沿って、ガ〉ノレシア政権末期に 11の地域

政府の創設をもって実施された地方分権化過程は、 92年のアウトゴノレベにともなって中断

され、地域政府はそのトップを行政府の任命による地域行政暫定審議会 (CTAR)に移行

した。 11の地域(region)の創設は、そもそも選挙政治という思惑から見切り発車で行われ

問題を秘めていただけに、そのプロセスの中断は、混乱をきたしたマクロ経済運営への対

処と構造調整の過程において、一時的には必要であったと判断される口だが、中断は長期

わたり、新憲法で地域政府が確認され分権化推進が言明されたにもかかわらず、分権化は

進まず、むしろ地域政府の県レベルへの媛小化が進み、県単位の CTARを通じて、大統領

に集中した資金の分配をテコに地方を支配するという、新たな統治メカエズムを提供する

ことになった190

またフジモリは、腐敗の発生を理由に、有力支持者に与党政府の代表として一定地域の

権限を委ねることを拒否した。与党を全国規模で組織化することはおろか、後継者を育て

ることもしなかったのである。非政党的手法、あるいは「パルティード・クラシア(政党

支配)Jとして政党や政治家に対する指弾や厳しい批判は、ベラスコ時代と全く同じ論理に

よって展開されたが、自主管理思想、を掲げた同軍政期と比べても、脱イデオロギーの時代

にあって、またきわめてプラグマチックな大統領のもとで、そのイデオロギー性の欠如は

著しく、国民動員機構 (SINAMOS)のような支持の動員システムに比肩する組織を作る

ことはなかった口フジモリ政権は高い支持率を維持したにもかかわらず、軍事政権時代に

もまして、支持の自発的な受け皿を用意することはしなかったのである むしろブジモリ

は自らに権力を集中させ、細かい案件まで管理する国家マネジャーであり続けることを好

み、後に述べるように社会支援プログラムや公共事業を仲立ちとして民衆層と直接向き合

う統治スタイルを好んだ。

三選を目指す必要性から、 1998年前後から旧アプラ系活動家などを取り込み、パモス・

ベシノを通じた組織化を試みたが、結局失敗に終わった口選挙における与党主要候補者リ

ストには、あくまでもフジモリ個人との結び、っきによる意向が反映され リストは最終的

に、カウディーリョとしての無謬の指導者であるフジモリによって決定された。政党の独

裁支配を指弾し、党内民主主義の欠如こそ機能不全と化した政党政治の諸悪の根源とこき

下ろし、「真の民主主義の樹立」を諮ったフジモリであったが それは全くデマゴーグに終

わったと言わざるを得ない。とくに「真の民主主義Jの要請ともなるべく 1993年憲法に

よって導入された由民投票制度を、三選を目指す中で政権与党の手で葬り去ったことは、

デマゴーグ性をよく物語る例と言えよう。最初の国民投票の請求が、 2000年のフジモリ立

候補の是非を問うものであったのも皮肉であった。

こうした非政党的で代表制を欠く統治において、民意の吸収においては、当然ながら政

権は世論調査の動向に依拠するとともに、とくに情報を集中管理してそれを的確に読み、

世論誘導を行い、反対勢力を抑える国家情報機関 (SIN)への依存度を高めることは、避

けられなかったと言えよう。

19 同じく中央集権的統制を進めながらも、地方政府に大幅な行政権限を委譲し、地方政府を非政治化し、効
率的なサービス実施機関に変貌させたチリの例とも異なるのチリの「市場型モデ、ノレjについては、 (Campbell
2003， Chapter3). 
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( 3) また数学者フジモリに特有のリアリズム、プラクでマテイズムに潜む戦略的行動は、

「クリオーリョ的な抜け目なさJ(viveza criollo)とでも表現されるようなクリオーリョ文

化の一面と共鳴した。それは社会的流動性が乏しい厳しい階層社会において、本来 不正

で法的には禁止されていても、抜け目ない方法で手に入れるからこそ賞賛される文化であ

る。状況を自らに利するために、利用できるものは何でも利用する文化でもある。 1990年

の選挙において伝統的勢力に四方を包閉される重圧を払いのけて決戦投票を勝ち抜き、そ

の後、既存政党やエスタブリッシュメントとのし烈な権力闘争において勝利を収めてきた

のは、そフした文化に支えられたフジモリの行動様式によるものであった。『リマ そのお

ぞましきもの』において、サラサル e ボンディが指摘するように、そこにはモラルに訴え

かける要素は少ない(遅野井 1997)口とくに前述のように、二期目に入り政権のモラルの

低下は著しく、民営化や公共事業と政府関係者の癒着も自に付き始めた。

その文化が最大限、その究極において発揮されたのが、国籍問題であろう。国賓として

日本政府に迎えられたペルーの元首が、生き残る最後の手段において日本国籍を主張し、

そのもとで保護される。それを堂々と実践するのを可能にする行為は、こうした文化の影

響であると考える以外に手立てはない。とくにそれは、ベル一生まれのベル一人で、あると

う憲法規定を根拠に大統領選出の正当性を訴え続け、日本国籍の存在を否定してきた元

首の行為であった。それは日系二世が勝ち取ってきた市民権獲得の歴史を踏みにじるもの

でもあったと言えるであろう 200

ブジモリは、誠実、勤労、技術など、日本的とでもいうべき価値観を吹き込み、腐敗撲

滅をうたい、支持を集めた。少なくとも一期目は文化変革の機会もあったであろう。だが

数千に上る学校を建設しながら、グローパル化にふさわしい新しい教育理念を吹き込むこ

とも、改革を進めることも、ついぞなしえなかったのである。むしろ教育大臣は毎年替わ

る、代表的な政治的情実のポストであったと言える。政権下で新設した校舎をはっきりと

色分けするなど、それは政治クライエンテリズムの象徴的存在ともなった。

一期目、とくに崩壊過程は、モラノレに関る点でひどい印象を残した。それだけに日系社

会の落胆は大きかったが、そこには「日系人フジモリ」としての幻想が潜んでいたと言わ

ざるを得ない。実際フジモリは、日夜、文化会館を中心とする日系社会から遠いところにい

た日系人であり、売りにした武士道、潔さ、誠実さという日本人、日系人のもつ美徳、とさ

れたものからは本来、最も速いところにいた存在であったと言える。顧問が野党議員を買

収するビデオが暴露された 3日後になされた突然の退陣表明も、けして潔さから出たので

も、武士道から出たのでもない。自分の影響力を残しながら危機を打開したいとしづ独特

のプラクゃマテイズムから発したものであったと理解できょう。

3. 国家と社会、社会支援プログラムを介した民衆層との直接的関係

フジモリ政権は経済の安定化に成功し、民営化の収益を背景に、任期中、財政の好転を

実現した現代政治史上、稀に見る政権で、あった21D ラテンアメリカ地域の水準からすれば絶

対額は未だ低いものであるが、相対的に見ると社会支援の予算は著しく回復し、とくに最

貧層の半減を公約に掲げた第二期政権において予算の 4害IJまで急増した。

20 日系人と中国人には、二世が選挙登録に当たって両親の国籍を持たないことを証明することを求める法

令が出されたことに対し、 1958年二世たちは憲法違反として差別的な扱いの撤回を勝ち取っているコ(用

田・柳田 1999，276)。
21 1999、2000年は、経済の低迷と選挙の年であり、両年とも財政赤字は 1993年と同水準の GDP比 3%に

している。
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社会支援プログラムと公共事業の実施により、政府機能は回復し、フジモリに体現され

た存在ながら、国家はその存在をそれまで放置してきた地域まで行きわたらせ、フジモリ

支持に結びつけた。
構造調整を進めるに当たってセイフティーネットの観点から導入された一連の社会支援

計簡は、国際機関の支援に支えられ、貧困層へのターゲティング (focalizac泌がを定める

など新たな社会政策上のパラダイムに基づき、専門!械を動員する新たな行政機構の下で推

進された。ターゲティングに基づく社会政策が、貧困層を単なる受益者の存夜におとしめ

るという性格をもつものであることは確かであろうが、社会支援計画は、それ自身として、

現代ペルーの公共政策の経験において、評価できるものであったことは疑いないところで

ある(Portocarr引刀 editor2000、Portocarreroy otros 2000，遅野井 2001a)220

しかし、専門の立場から純技術的に目的を遂行しようとする組織内のテクノクラートと、

中央政府の意向に沿ってプログラムに介入しようとする与党政治家との間の対立が、社会

支援策の実施を歪め、政治イむを進めたこともまた明らかであった。例えば、 6歳未満の乳

幼児と母子を主たる対象として 1992年に設立された食糧支援計画 (PRONAA)は、「初め

から常に自律性が限られ、政府の公的なイメージを改善することを目的とした組織で、あっ

たJ(Portocarrero y Romero 2000: 169)口

他方、省庁本体の行政改革が進まなかったため、実施行政体制の未整備や、省庁及び組

織聞の機能の重複等に起因する非効率が発生し、ターゲットを絞ったはずの貧困対策の効

果は限定的であった(遅野井 20013)01998年の家計調査に基づく研究によれば、社会支援

プログラムの受益層の内、 420/0が非貧困層の家庭であった (Rebosioy Rodriguez 2001: 

36・39)。社会支援が貧困層の技術の習得などと結びつくこともなく、低所得層の生産力の

向上にもつながらず、援助慣れや援助依存 (asistencialismo) の傾向を強めたことは否め

ない。 1997年には 500/0と若干改善した貧困層人口の割合は、経済危機の影響もあり、 2000

年には、政権発足時の水準に近い 540/0まで悪化した。

社会支援と政治支持獲得の関係は、新憲法が国民投票(1993年)において僅差で承認さ

れた後、その危機感を背景に、再選を狙って行われた 95年選挙のキャンペーンにおいて、

とくに明確な形で構築された。また 2000年にかけての三選を目指すフジモリ・キャンベー

ンにおいて、政府機関が広範に動員される中で、より露骨な形態をとるに至った口それに

ともない、自主的な運営を行っていたコメドーレス・ポプラレスなどの活動が著しく制約

されるなど、住民組織は政府資源による操作にさらされた。こうした社会支援プログラム

の性格が、フジモリ政権に関する一連のネオ・ポピュリズム論を支える禄拠となっている230

経済学者のアドルフオ・フィゲロアは、最近の研究、『不平等社会における改革Jにおい

て、一部に所得が集中し、社会格差の大きなベルーのような途上国において、社会政策は

常に政治レントを獲得する手段となるとする仮説に基づき、フジモリ政権下における社会

政策と改革の限界を確認している (Figueroa2001)。また社会プログラム実施における国

内投入財の調達について行われた計量的研究においても、政治的基準の介入によって、社

会支援プログラムの効果的な実施が妨げられたことが実証されている (Rebosioy 
Rodriguez 2001) 0 

政治的クライエンテリズムは、たしかにこの政権の政治的基礎を成していたといえるが、

22 1990年代に、カトリカ、パシアイコなどベルーの主要大学で、公共政策への関心が急速に高まり、大学院

でのカリキュラムの変化にも反映され、対応した人材の供給も進んだ。

23 たとえば (Roberts1995)、(Dietz1998)、(Cabtree1999)。なおピースはポピュリズム概念の適用に批判

的で、伝統的なクリエンテリスモやプレベンダリスモと呼ぶべきだとしている (Pease2003 : 195・196)。
同様に批判的な論考としてaurt2004:265・266).
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それ自体、先に見たとおり、政府と民衆層、地方と中央の関係にみられ?ベルーの伝統的

な政治的特徴であり、政治文化の連続性の文脈においてみられた基本的問徴で、もある。

都戸時 と今関係が腕と なる 1910年代のビリングルスに始まり 戦後はオドリア、ベ

ブソンァ、 一フス コ、力、ルシアと続いた歴代政権に見られた一貫しだ要素であった。

だが、フジモリ政権下のクライエンテリズムに基づいた社会支援策は、経済危機とテロ

の蔓延という 1980年代に進行した未曾有の危機を背景に、市民社会の基盤が浸蝕された局

面において行われた。加えてネオリベラルな環境下で、それまで限定的ながらも維持され

てきた福祉国家システムが大幅修正を迫られ、労組などが政治的権利を行使する機会が減

じ、また政党システムが崩壊し、他勢力との競合がほとんどない中で行なわれたという事

実を踏まえる必要があろう。自助の促進といったイデオロギーを持たない政府によって

支持獲得のために独占的に担われた、まさに「国家的プロジェクト」とも呼ぶべき特徴を

持つものであった21それだけに、社会の断片化や原子化が進み、ネオリベラル体制下で、の

資源の乏しい環境下で、社会底辺層のなかに存在する政府(大統領)にパトロンとしての

役者lを求める下からかの戦略的な対応パターンに、ことのほか共鳴し、それによって援助

に依存する体質を強め、ある意味では、その結果、社会的統制の機能を果たすことになっ

た点は強調しておいてもよいであろう 25。経済の大枠は、新自由主義経済のもとで外資の浸

透とともに、エリート支配属を優遇する結果となり、社会格差を広げるに至った

ペルーにおいて、低所得層にとって民主主義が公共事業など公共サービスや公共財の供

与と同一視される傾向のあることは、広く実証されているところであるが(たとえば

Degregori， Coronel y del Pino 1999、村上 2001)、それはフジモリ政権下での政治教育の

結果として、さらに強化されたと 言える。つまり 、フジモリ政権の社会支援策のあり方と、

それを求める底辺層の対応パターンは、制度としてのパトロンこクライエント関係を強化す

るはたらきをもったと言えよう 26D

4. おわりに代えて:トレド政権と政治文化

( 1 ) トレド新政権は、反フジモリの潮流が最高潮の時点で誕生し、民主制度復活に込め

た国民の期待感も高く、それを実現するための比較的良好な環境をそなえていた。だが、

制度の復活や政治変化、また経済回復とともに雇用や貧困対策を期待された政権は、大統

領の偲人的な指導力の欠如に加え、制度的、文化的な拘束によって、むしろ弱体化を余儀

なくされ、統治能力を著しく低める結果をもたらした。

軍は首脳部が不正疑惑で司直の手に委ねられるとし 1う歴史的不名誉から回復できない中、

「軍に保護された民主主義」を脱するためのより健全な対軍関係を築くチャンスが、政府

には関かれていた。経済的にはアンタミナ鉱山やカミセアガス開発など大型案件への開発

24 "a national clientelist project"， (World Bank2004: 139) 
25ネオリ ベラル下でのラテンアメリカにおける、シチズンシップの後退とクライテ ンテリズムの台頭につい

ては、 (Tavlor2004)が参考になる。

おもちろん、 フジモ リ政権の社会政策によって 自立的な社会運動は弱体化したとしても、一掃されたわけで

はない(Schonwalder2002)。ベルーのような異質性を抱えた国において、全体を包括する本質論的な

結論を下すことには、危険がともなうであろう。社会経済発展レベルに応じた居住区の底辺層の調査と分

析が必要である。H寺聞の経過とともに基本インフラやニーズの充足がほぼ可能となったプエブロ・ホベン

(Pp JJ) と新しい pPJJ、また最貧困層を抱えた地方農村部とでは住民層の対応が異なるであろう c タナカ

が提起するように、低所得層居住区の抱える異質性の程度に基づいた調査を通 じて、全体像が積み上げら

れる必要がある (Tanaka20(1)。政府の低所得層へのアプローチと、低所得層の政治行動に着目し、今後

の政権との関係を洗い直す作業が求められている。
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投資が本格化し、フジモリ政権下での伝統部門への投資が、輸出拡大につながる展望も見

えた。民主化を担う政権への期待は国際的にも高く、パリ支援国会議で取り付けた 18億ド

ルに上る援助を基に、緊急雇用対策を始動することもできた。 2001年 9月には米州機構の

特別総会をリマで、開催して米州民主憲章を採択、フジモリ政権末期のような民主体制の変

質をも集団で監視しうる民主体制擁護の体制を整備することに成功したのである。

だが、 トレド政権は好環境を十分に活用して事態を掌廃することができず、民主体制の

制度化に向け確国たる歩みを踏み出すことはできなかった。米州機構の臨時総会と偶然に

も重なった同時多発テロ事件は、ブッシュ政権の関心を米州から遠のかせ、その指導力低

下は近年のペルーで、は最も親米的で、ユ夕、、ヤ系人脈にも支えられた政権を浮揚させること

はなかったのである。

( 2 )国内的には、まずトレド政権を制約した要因を考慮、せざるを得ない。政党と政治家

のみならず民主制度全体に広まった国民不信の高まり、フジモリ時代に加速しさらに体制

崩壊で深まった制度的融解、歪められた行政機構、社会的な規律やモラルの低下といった

負の遺産の大きさである。 1993年憲法という否定されるべき制度のもとで誕生した新政権

は、その正当性の維持においてもジレンマに直面した。

とくに崩壊した政党制の再構築は容易ではなく、民主制度の再建を困難なものとした。

アプラ党のアラン・ガルシアが二次決戦で、トレドと争うなど、政党システムの若干の復活

の兆しは認められるものの、いぜんとして無党派の優位な状況は崩れていないD 政党は、

社会との間に効果的な関係を築くことができないまま、社会と大きく~離し、政治家のた
めの政党として信頼を失い、弱体ぶりをさらけ出している27。ポスト・フジモリ体制の「再

民主化Jの過程において、政治、経済、社会面で、の様々な要求を掲げた抗議や示威の行動

が頻発し日常化したが、そこにおいて政党のプレゼンスはほぼ皆無であり、議会政治、政

党政治はいぜん機能不全の状態が続いている。すでに政党は、社会における政治的コミュ

ニケーションの一部に過ぎないところまで、本来の機能を萎縮させているのである。

政権与党(PeruPosible)は、大統領を軸に反フジモリで結集した無党派の新党として、

様々な利害集団を内包し、選挙では過半数を獲得できなかった。組織化は進まず、反フジ

モリの流れの中で、党首としてカウディーリョとしてのトレドの指導力は、フジモリとは

対照的に弱く、 トレドは党内の結束を維持できなかった。また全国区から県レベルで、の選

挙区に選挙制度を変更した上で 2001年の議会選挙は行なわれたが、与党内をまとめるト

レドの指導力の弱さに加え、政党リストから 2名を選出できるという選好投票制度の継続

は、党員の政党に対する忠誠心を弱めさせ、党内の凝集性をそれだけ脆弱なものにしてい

る。

他方、議会で多数を制し磐石とみられたフジモリ政権が透明性や説明責任を果たせず民

主制度を歪め崩壊したと捉えられただけに、反フジモリの潮流は、強力な政権やリーダ}

シップの反動として、より弱体な政権の方が民主主義にとっては好ましいとする風潮を作

り出し、政治基盤の弱さとともに、政策決定の混乱など民主主義のコストを高いものとし

た。政治的に余りにパーミッシブな風潮を現出させ、統治能力の欠如を顕在化させ、政権

に対する支持と評価を低めるとしづ悪循環をもたらした。

当面対処を迫られた課題は、厳しい財政事情の下での不況からの脱出であり フジモリ

政権末期に悪化した貧困・失業といった社会経済悶難への対処であった。 3年間の不況と

政治危機の後に訪れた民主主義に対する期待を背負うことになり、 2年間の 4度に及ぶ厳

27 ポスト・フジモリにおける政党システムと民主主義に関しては、 CLevitskyand Cameron 2003)が参考に
なる。
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しい選挙戦において多方面に公約を行って戦い抜き、「貧困に対する全面的戦しリを宣言し
た政府に対する社会の期待は大きなものがあった n

しかしインデ、イオ出身であることをアピールしながらも、根本的に親米派、国際派の大

統領は、市場の信認を取り付けるため、首相、経済相、中銀総裁に国際的テクノ クラート

を配し、彼らに経済運営を全面的に委ねた。マクロ経済運営上の制約から IMFとの会音に

基づきフジモリ政権が敷いた経済路線を踏襲せざるを得ないにもかかわらず、反フジモリ

という十字架を背負ったトレドは、フジモリ改革を正しく評価するロジックを構築するこ

とができず、拠って立つネオリベラル経済の基盤を自ら否定せざるを得ない立場に立たさ

れた。その自己矛盾が、政府批判や大統領支持率の急速な低下となって政権にはね返る結
果となった。

フジモリ時代の経験を、それを圧倒的な支持によって支えた各層自らのものとして国民

に受けとめさせ、その功と罪を再検討する自 己批判的な努力と作業を促し、それを通じて

持続的な発展の道を確保するための制度改革を遂行する指導力が求められたのだ、が:矛盾

を引きずったまま信頼を失った。もとより、フジモリ政権のネオリベラル経済の踏襲は、

その後の経済回復にもかかわらず、雇用創出の限界としづ構造的な制約を露呈することに

なり、また外資との契約の再交渉や大企業に対する免税優遇措置の削減ないし解消を視野

に入れた政策の修正、あるいはそこからの脱却のための処方筆を打ち出す術も政権にはな
かった(遅野井 2003)。

期待の大きさとパーフォーンスのギャップが、政権の支持を下げ、社会的な抗議行動を

恒常化させ、政権を不安定にさせた。政治運営の拙さは、自ら失点を重ねる結果をまねき、

信頼感を喪失させた。寄せ集めの党内、また FIM(独立浄化戦線)との連立の関内をまと

めきれず、 リーダーシップの欠如を露呈した上に、隠し子騒動をめぐる誠意を欠いた行動

や、物議をかもすことの多かった夫人の言動ではモラルをも問われかねない事態をまねき、

政権支持率の急速な下降につながったD

電力民営化に反対するアレキパ市で、の抗議行動は、選挙公約とのギャップも手伝って発

生したものである。民営化中断をうけ、 2002年 7月初め内閣の大幅改造に踏み切ったが、

60%弱の支持率は就任 l年目終了時点で、 160/0まで下落した (APOYO)。

2002から 2003年にかけて、経済の回復基調は続いたが、 5月政府は同じく 公約との矛

盾から、教員、医療関係者など公務員による抗議行動にみまわれた。農民が合流して幹線

道がブロックされ、予想された警官ストに対処するため 5月 27日非常事態宣言を発動し、

高地南部プノで、は犠牲者が出る事態となったD これを受けて、いったんは 30%まで回復し

た支持率も再び低下 6月には 110/0まで下落するなど、景気回復の中で政権八の信頼感が

再び大きく揺らぐ事態となった。

2002年に入ると党人派の巻き返しの中で、政治運営はきわめて伝統的な統治モデルに回

帰し、政府の信頼をおとしめ、政治的危機を高めた(遅野井 2003)。独立系の有能な人材

が政権を去りはじめ、親族登用によるネポテイズムや党支配による旧い家産制的な体質の

負の側面が頭をもたげ、国民の不満を高めたのである。 トレド政権に新しい政治のスター

トを期待して政権に参画 した向きには、大きな落胆を誘った。とくに、アレキパ事件後の

内閣総辞職後、国際派や独立系のテクノクラートの多くが政権を去り、党主導の人事が突

出した。政党支配による政府の私物化傾向が強まり、制度能力を弱め、政府全体のガパナ

ンスを急速に低下させる こととなった(Gorriti2003)。石油公社総裁の汚職など政権の変質

によるガバナンスへの弊害が生まれた。
社会プログラムも政治的クライエンテリ ズムから脱却しようとする意図はみられたが、

執行運営能力の問題から、 効果が上がってお らず、2002年以降続いている経済回復にもか
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かわらず、貧困人口は横ばい状態が続いている口むしろポスト・フジモリ体制において、

各地において国家のプレゼ、ンスは急速に遠のき、それが各地、各セクターで、の民衆層の反

乱に近い、政府や地方自治体など公的権威に対する抗議行動を頻発させているのである。

( 3 )ポスト・フジモリ体制において求められたのは、民主主義の下で合意形成を通じて、

諸課題に応えることであり、とくに、それによってフジモリ政権下で中断した教育改革、

行政改革、司法改革など国難な第二世代改革を進めることであった280 その意味で、「統治

のための合意Jの形成を、野党や業界団体を含む諸勢力の間で模索したトレド政権の姿勢

は正しかったと言えよう口

2002年、政府はダニノ首相のイニシアティブに基づき、政党、財界、労組、市民団体と

の間に合意をとりまとめる作業を進め、アレキパで、の暴動を経た 7月 22日、民主制度と

法治国家の確立、社会公正の実現、効率的で分権的な国家の樹立、国際競争力の推進とい

った国家的4大目標に関する「国民合意J(Acuerdo Nacional)の署名にこぎつけた。独立

200年の節目を迎える 20年先 (2021年)の国家発展を目標に、「国民合意j を取り付けよ

うとするものであるが、非同質社会で特定の党派や集団による短期的視野に立った単独主

義に支配されたベルーにおいて、国民合意は歴史的とも言いうる企図である。その成否が

ベルーの発展の前途を大きく左右することは疑いないが、政権の支持率が低迷する中で進

められたため、政治的な思惑が先行し、政治化された性格を持つにいたったことは、その

限界を物語っていると言わざるを得ない。

トレドは 2003年 6月の政治危機の後、初の女性首相を起用して政権の浮揚を図ろうと

し、無党派のメリノ首相に行政改革と税制改革を委ねたが、次元の低い問題で与党内から

攻撃された首相を大統領は守れず、高支持率を得た首相は 12月初めに辞任を強し、られたD

また無党派の副大統領が、恋人の父親の経営する会社に税制上の便宜を与えた事が明るみ

に出て貿易大臣を辞任し、後日、副大統領職すら辞任に追い込まれた。首相に党人派幹部

のフェレロ議員を充てて新内閣を発足させた矢先、四日後には女性問題担当相が前職時代

の腐敗の疑いで与党内から攻撃されて辞任、また労働大庄が同じように政府関係機関に大

量の親族の登用が明るみに出て新年早々に辞任する有様で、トレド首相の支持率は 10%に
落ち込んだ290 そこに大統領の秘書であったアルメイダとモンテシノスをめぐるスキャン

夕、、ルの発覚で、クリーンのイメージのトレド大統領は支持率 70/0としづ最大の危機に立た

されたのである。

2004年 2月、 F1 Mとの連立解消と無党派のテクノクラートによって固められた新たな

内閣を発足させることで、危機からの活路を見出そうとしているが、家産制的な政府のあ

り方をいかに変えていくかとしづ根本的な難問に突き当たっている 30。行政改革や司法改

革が待ったなしとなった状況下で「国民合意」の枠組みをいかに活用し、その歴史的使命

を果たすことができるかが問われている口

他方、フジモリ政権による中断から 10年後、 25の地域政府が 2003年から発足し、分

権化のプロセスが開始された。 選挙公約を優先させるあまり、制度をめぐる審議と準備に

28制度改革の重要性については(遅野井 2002)。

29 一連の辞任劇は、党内における批判の噴出であり、告発の結果である。 2003年に政党法が成立したが、

政党法では党内の選挙にONPEの関与を定めている。これは支持者や党員が、指導者を信頼しておらず

党独自で党内選挙を行うことが困難な状況を示しているものといえよう。

30 この点は、ガス輸出に反対する抗議行動でサンチェス政権が崩壊した後、副大統領から昇格したカルロス・

メサ政権が、政党の支配から自立した政権を誕生させたボリピアの伊!と共通するものがあるn 間われてい

るものは、ネオリベラル改革のもとで、家産制的特徴を残してきた伝統的な国家の改革である;
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時間をかける余裕がなく、フジモリ政権下で規定された県単位の CTARを踏襲する形での

分権化のスタートとなった。不幸にも、財政の制約下で公約を前提にした見切り発車の感

のある取り組みであるが、分権化それ自体は極度にリマに集中したベルーの発展にとって、

待ったなしの課題であるとともに、政府と社会の関係を再構築し、民主制度を確立する上

においても重要である口分権化の推進により、地方に参加型の民主主義を確立し、基本的

な公共サービスを普及させ、多様な特性に見合った地域経済の発展を促進することが期待

されるのである。だが分権化は同時に、!日来の政治や、腐敗、非効率な行政を地方におい

て再生産させ、あるいは地方ボスが暗躍するなかで行政を悪化させるリスクを抱えているハ

中央に偏在する人材の育成確保等、財政運営能力を含め、ローカル・ガバナンスの強化を

ともなうことが課題となってくる。

社会プログラムの地域政府への委譲が 2003年 10月から開始された。 2005年からは

保健・衛生、教育など社会部門、生産振興、観光などの分野で本格的な権限と予算が地域

に委譲される。社会プログラムが政治的な支持獲得の手段として利用されるのか、また地

方政府がいかなる形で形成され、市民の参加とアカウンタビリティーを確保してガパナン

スの向上をともないながら進んでしてのか、あるし、は!日来のクリエンテリズムに基づく政

治運営が地方に拡散していくのか、注視する必要がある310
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President Lula and His New SociaI Policy Initiative 

Brazil' s first 1 e仕曲wingpresident for the past 40 years， Luiz Inacio Lu1a da Si1va， was sworn 

into office on Januaη， 1， 2003 amid euphoric scenes and popu1ar expectation出athe wou1d trans悶

form the country. A former meta1 worker and union leader who started as a shoe shine boy and 

on1y 1eamed to read when he was ten，しu1aう ashe is popu1ar1y known in Brazilラ inspiredunprece岨

dented outpouring of support from genera1 public who considered him as one of them and a man 

who genuine1y cares about the plight of the poor叩 dunprivileged‘ 

A1出oughBrazi1 is the 1argest economy in South America wi出 abundantnatural resources 

and deve10ped industries， it is a1so one of the countries wi出 mostunequa1 income distribution 

Poverty remains a serious problem for the count可 Belikand Del Grossi (2003) report the result 

of their poverty estimation using 2000 demographic census. Using the value of 112 minimum 

wage per capita as the poverty line， they calcu1ated Foster， Greer and ThorbeckeσOT) indices of 

poverty for Brazi1. 1 As shown in Table 1， about one出irdof Brazilラs1=叩ulationare below 

poverty 1ine and the poor eam on1y about ha1f of what it takes for them to reach the poverty line in 

small municipalities (pover町 gapof 52.8%) as wel1 as in metropolitan areas (poverty gap of 

45.9%). 

lム(Z-Y，i. 
I FGT poverty indiω…山edas follows: FGT=訓z)，where 
n = population ノ

q = population below the poverty line 
Z = povcrty line 
Y，= income lcvel of individual i 
αlcvel of avcrsion to poverty 

When fI=o，FGT rat10 i5the headcount of povertvmfhEnf121，FGT ratio 111dlcates the poverty gapp釘ldFGT

with (1=2 is a measure of pove叫'mtheven higherMight on the imn即c側1
1 richer segmen凶tof the po叩p川u叫!Iaば山1託山tlon

.地域研究、筑波大学、 23号、 pp.73 -84、20040
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President Lula promised major reforms to Brazil's political and economic system. Among 

his policy initiatives， eradication of hunger is the central 0何ective of his a以M袖d出imi

the e叩nd0ぱfmyt旬erηlTIeverηy Brazilian pμerおso∞nhas three meals a day， I will have fulfilled my life's 

mission..." proclaimed Lula in his inaugural speech. The "Zero Hunger Program" is Lulぜsflag噂

ship initiative which has caught attention not only of Brazilian people， but also of social scien-

tists around the world. There has been a lot of excitement about Lula' s "new focus on the poor" 

However， how really "new" are these policies? Are they really different from the social policies 

implemented under Lula's predecessor， President Fernando Enrique Cardoso? What are the 

achievements of Cardoso administration in tenns of their social policies， and what are the 

prospects for Lula' s“new" agenda for the poor? These are the questions this paper intends to 

address. 

Table 1: Poverty in Brazil (2000 Census) 

Headcount Ratio (αニ0) Poverty Gap (α=1) (α=2) 

持of Proportion 
Income gap 

households population FGT ratio FGT ratio 

(1，∞0) (%) 
(%) 

Municipalities 

三五50.000 6.069 49.6 52.8 0.26 0.l85 

inhabitants 

Municipalities 

z三50，000 2，765 29.8 46.6 0.14 0.092 

inhabitants 

Metropolitan 
3.153 20.1 45.9 0.09 0.065 

areas 

Total 11，988 32.6 

(Source: Belik and Del Grossi 2003) 

明ThatIs (or Should Be) the Objective of Social Policies? 

Before we look at the case of Brazil， I would like to pause with some considerations about 

the objective of social policies. When we think about the "effectiveness" of social policies， we 

need to be clear about the objective of a particular set of policies against which we are to meか

sure the effectiveness of the implemented policies. Brazil is a country with very high income 

inequality as well as high incidence of poverty. Poverty and inequality are two separate issues 

and hence policies to address them are not necessarily the same. Are we (or more precisely the 
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Brazilian people) more concemed with reducing poverty or making the income distribution more 

equal? The question is valid because we can in theory reduce pove口yby providing well-targeted 

income transfers， for example， without ever reducing the large disparities that exist within the 

soclety. 

As Birdsall (1999) notes， it may be a wrong question to ask whether social policies can 

reduce income disparities in Latin America. If the central objective of social policies is to ensure 

opportunities for a1l， while making the societies more meritocratic， then social policies could 

have two fundamental objectives. One is to ensure that a11 citizens receive some minimal access 

to education， health，仕eedomof association， and other basic human rights as legitimate ends in 

itself. The second objecti ve is a provision of a safety net. For that， the society needs to agree on 

a "social compact" to determine how much they want to smooth out the harsh realities of the 

market forces so that those who are unable to cope with the market competition on their own can 

recelve govemme削除managedassistance 

1n order to achieve these double objectives， Brazil would certainly need to realize high eco-

nomic growth， which can be enhanced in a medium-to long-run through investment in human 

capital. Brazil would also need to direct these investments to those who are poor， so they and 

their children can become more productive， thus eventually escaping poverty. Lastly， Brazil 

would also need to provide insurance against economic and other shocks for a11 members of the 

society， but particularly for the poor. When they can successfully achieve these objecti ves， 

poverty will be rcduced and can be ultimately eliminated， but not necessarily reducing income 

inequalities. However， it is also important to note that， although reduction of income disp訂 ities

in itself may or may not be thc objcctive of social policies， inequality does matter to the extent 

that it constrains the implementation of effective social policies through constraints on both 

demand and supply of human capital. 

One example that demonstrates the potential for a new generation of effective social policy 

in Latin America is Chile. Chile is the earliest reformer in Latin America， starting its market 

based economic refonns in early 1970s・Itis now one of the most open economies in the region. 

During 1990s， massive and concerted effort was made to improve the targeting and effectiveness 

of all kinds of social expenditures and socially motivated subsidies， and a1so to raise the amounts 

of public revenues dedicated to socia1 programs. As a result of the targeted money transfers and 

targeting of social program expenditures， the income share of the poorest 20% of households 

increased仕om4.3% to 6.3% during 1990s・ Atthe same time， the income share of the richest 

20% of households rcduced from 57% to 54%. We can say that the reduction of inequality in 
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this case was a happy outcome of the successful social policies 

Lula 's SociaI Policies 

President Lula created the Zero Hunger Program (ZHP) to fight hunger and the causes of 

social and economic exclusion in Brazil. The program hopes to ensure that those who are vuト

nerable to food insecurity can enter into a selιsustained process of development. lt promises to 

provide quantity， quality， and regularity of food to all Brazilians， thus promising food security to 

46 million Brazilians who eam less than S 1 a day.' According to the govemment， ZHP is a 

transversal program that tries to establish a new articulation with the productive sector， stimulat-

ing agriculture and the local economy. Actions will be taken to promote production and distribl上

tion of quality food in a sustainable basis， so as to promote social inclusion， food and nutritional 

education. 

As the first meas町 eof the initiative， National Council of Food Security (CONSEA) was 

established on January 30， 2003 to oversee gradual implementation of the measures. In Febru値

ary， pilot programs were initiated in Guaribas and Ac加え twocommunities in the poorest state 

of Brazil， Piaui， each with the population of about 5，000 inhabitants. 

During 2003， the govemment planned to develop actions through the following three lines: 

1. Formulation ofNational Food Security Policy through CONSEA， with continuous evaluation 

of the program and the preparation for the Second National Conference on Food Security 

scheduled during the 1" quarter of 2004; 

2. A set of public po1icies to guarantee food security， implemented by the newly created Extra-

ordinary Minister of Food Security and Hunger Alleviation (MESA)， who is the main coordi幽

nator of the program， interacting with other state departments， secretariats， and govemments 

of municipalities; 

3. A National Movement against hunger and absolute poverty with full involvement of the 

Brazilian society. 

It is stated that the program intends to expand several of the existing programs. The gov-

Income ofUS$l a day is often凶 edas the internationally comparable poverty line. 
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ernment does not intend to make the beneficiaries dependent on the Zero Hunger Program. 

According to the Extraordinary Minister (MESA)， Jose Graziano da Silva， the greatest benefit 

that the program might bring is to help society organize to overcome pove口y.

The Zero Hunger Program in reaJity seems to be a basket consisting of a wide range of poli-

cies and initiatives both in public and private sectors. One important factor of the program is 

public mobilization， as delineated as the third line of actions above. The “National Program of 

Food Banks" offers incentives for those who would donate food in medium to large municipali-

ties. The "Popular Restaurant Programs刊 intendto help workers have balanced meals at low 

costs. Actions are to be taken to promote donations of food and money， or participation of YOト

unteers. Official bank accounts (“Zero Hunger Accounts") are set up in the Banco do Brasil and 

the Caixa Economica Federal for monetary donations， and volunteer contribution campaign is to 

stimulate pa口icipationin each municipality to help collect and distribute donated food and to 

help the municipal govemment， unions， churches， and families. These initiatives clearly reflect 

the intention of the govemment that the social organization and mobilization is to be the most 

important outcome of the Zero Hunger Program. Helped by the strong popular support for Lula， 

Brazilian people seem to be responding positivcly to thc call for their con廿ibution.However， it 

is too early to assess the medium-to long-term impacts ofthese actions. 

As for the public poJicies to guarantee food security， the Food Card Program (Ca口aoAli-

mentaφ0) is the key feature. The program intends to provide low income families with a benefit 

of RS50 (about USS 17) cvery month to be spent on basic food in the locality where the family 

livcs. According to the announcement made by MESA in September 2003， about 4 million peo幽

ple of more than 758，000 famiJics in 837 municipaJities in the semi-arid regions ofthe Northeast 

and northem Minas Gerais were already receiving the Food Card. The Ministry ofFood Security 

is extending the food card program to the Amazon and other Northeastem citics outside the 

semi-arid region. 

The govemment also announced that it will make direct purchases仕omfarmers of food 

used for its social prog同msand strategic stockpiles. The acquisition program will be operated 

by theトlationaJSupply Company (CONAB) through 65 centers around the country. The govem-

ment had the budgct of about US$133 million for food and milk purchases for 2003， and about 

US$330 million for 2004. To be eligible， farmers must be enrolled in the Family Farming 

Strengthening Progra爪 andthe government purd凶 swill be lir附 dto R$2，500 (US$830) per 

farmer. According to the president of CONAB， the program not only guarantees tarmers' 

incomc， but will also stimulate local production， consumption and the circulation ofmoney 
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Within出c丘ameworkof the Zero Hunger Program， some structural policies are also con-

templated. The government is declaring to pursue agrarian reform as well as to strengthen fam鞠

ily agriculture by expanding rural credit to family fanns. Other measures include implementa-

tion of harvest insurance in the semトaridregions， programs to overcome illiteracy， to generate 

employment， and to fight child malnutrition. 

Social Policies under President Cardoso 

Earlier during the second teηn ofthe President Cardoso， Vilmar Faria， the Chief Advisor on 

Social Policy under Cardoso， provided the following observations regarding social challenges 

that Brazil faced and the necessary strategy for responding to these challenges:J 

• Poverty and indigence was still widespread， educational attainment was far合omwhat could 

be expected given the Brazilian development level， health indicators remained alarmingly 

low， regional imbalances were still large， and income and wealth inequality reached one of 

the highest levels among modern urban industrial societies 

• Actors involved should share a set of principles: First， moral indignation with the Brazilian 

social situation. Second， enlightened reason to guide policy discussion， choice and design. 

Third， s甘ongcommitment to radical democracy as the appropriate institutional仕amework

for policy adoption and implementation. 

• A strategic starting point for facing the social challenge in Brazil is adequate knowledge of 

the existing set of social protection policies and welfare institutions， particularly regarding 

its size and cost， institutional profile， fmancing mechanisms， and redistributive impact. It is 

important to know出at，in the past， Brazil created a large but highly 合agmentedand state-

sponsored clientelistic， corporatist welfare regime. 1t is relati vely expensive (costing not less 

than 20% of Brazilian GDP when pension system is included). It is based on regressive 

fmancing mechanisms， and worse still， has a very low redistributive impact. The lowest 

20% ofthe Brazilian population only received about 15% ofthe welfare benefits. 

Based on these observations， Faria identified three priority directions for social policies， 

contrasted to， and in place of increasing social expenditures: 

) Faria， Vilmar，“So.::ial Problems， Political Altematives，" presented at the Conference Challenges for BraziI: a 

Dialogue， University ofCalifornia at Berkely， February 2000 
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• To promote an institutional reform in different sectors of the social protection system in 

order to eliminate clientelism， minimize assistencialism and patemalism， and to reduce cor幽

poratlsm; 

• To increase the effectiveness of social expenditures by creating mechanisms of coordination， 

program mnovatlOn， targeting， and evaluation to improve management and provide more 

benefits using the same amount of resources; 

• To promote a restructuring ofbenefits and institutional reforms to increase the redistributive 

impact of the social expenditures. 

More specifically， fiお01日lowi加ngsevern ar陀ea部swere outlined as the main challenges in social 

development c∞on合ont臼edby the socia凶alト-d白emocぽra剖ti比cgovemme叩nt0ぱfFema初nd白oEnr託iql∞i鴎eCa紅rdoso:

1. It is imperative to provide a universal provision of good quality， basic social servIces of pub-

lic responsibility. Basic education and basic and preventive health care are of utmost priority. 

2. Strong emphasis should be given to programs that give or facilitate the access to productive 

assets， including and emphasizing cognitive skills and knowledge. 

3. Income transfer policies are also an important dimension of the strategy， given the extremely 

unequal income distribution in Brazil. 

4. To overcome the immense social debt， it is imperative that new and dynamic forms ofp訂 tic蛸

ipation， public control， experimentation and collaboration between federal， state and munici-

pal governments take place and that different fonns of partnership between these govern・

ments and unions， universities， community organizations， churches and the private sector訂 C

permanently facilitated， created and supported. 

5. Another very important dimension of the strategy is to provide basic urban in合astructureboth 

for social and economic competltlveness reasons. 

6. To generate employment opportunities for the approximately 1.5 million people that enter the 

job market every year during the next decade， it is necessary to guarantee sustained and suシ

tainable annual economic growth rate of above 2.5%. 
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7. It is irnportant to assure access to political power for different groups and also to create stable 

political alliances. 

Lula' s social policies have been criticized by some as being fuzzy and outmoded. Com-

P訂 edto the clearly articulated social policy合ameworkand priorities of the Cardoso administra-

tion， it is not immediately clear how each specific pieces of Lula's social policy agenda fit 

together to form a coherent overall policy initiative. 討owever，if we carefully listen to what is 

being said， Lula's social policies do not seem very much different仕omthose implemented under 

the Cardoso adminis甘ation. Whether he admits to it or not， Lula is expected to continue with 

similar social policies as Cardoso， and considering the generally positive evaluation of social 

policies implemented during eight years of the Cardoso administration， the continuity of policies 

seems desirable. However， before accepting that summation， we need to review evidence of 

achievements of President Cardoso' s social policies. 

Assessing 出eImpact of Social Policies Under President Cardoso 

Using nationally representative data from 1996 household survey PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amosfra de Domicilios)， Camargo and Ferreira (2000) studied detailed pictures of 

the natぽ eand composition of poverty in Brazi1.4 Using figures of R$65.07 for “indigence line" 

and R$131.97 for “poverty line，" they found that about 20% of the population was considered 

indegent.5 Furthermore， 45% of the heads of these indigent families either had never been to 

school or had dropped out before completing one year of schooling. Over half of their dwellings 

did not have piped access to clean water. Camargo and Ferreira also discuss the evolution of 

some key aggregate measures of poverty合om1977 to 1997 using PNAD time series data. Over 

these two decades， poverty in Brazil showed remarkably small reduction. Poverty reduced合om

40%出 1977 to 34% in 1997， whereas indigence declined only slightly 合om17% to 15% during 

the same period. There are well刷 documentedevidence showing that Brazil made progress in 

reducing overall infant mortality and illiteracy over the past decades， as well as in expanding 

electrification and other public services. However， the incidence of extreme poverty has not 

reduced much over the past 20 years. It is even more striking when we consider the fact that 

many other countries successfully reduced poverty incidence during the same period， either 

4 Camargo， Jose Marcio and Francisco Ferreira， "The Poverty Reduction Strategy of the Govemment of Brazil: 
A Rapid Appraisal，" Texto para Discussao No. 417， March 2000 

l An “indigence line" is calculated to be the cost of th己‘minimumfood basket，' whereas a "poverty line" scales 

upthe cost of the minimum hod basket to take accountof the non---food expenditures of Ihose peopie whose 
total incomes wouldjust al10w them to purchase that minimum food basket 
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through active redistribution policy， economic growth， or both. 

This situation clearly calls for deterrnined public actions for poverty reduction. Camargo 

and Ferreira (2000) analyzed the perforrnance of Brazilian government's po1icies for pove町

reduction. Specifically， they considered the Comunidade Solidaria Program under President 

Cardoso， which they consider to be the nearest substitute for an explicit National Poverty Reduc-

tion Strategy. The program consisted of two components: the first is Comunidade Solidaria， a 

federal agency created in 1995 at the beginning of the first Cardoso administration primarily to 

caηY out compensatory policies. The second component of the program was a set of ‘pa口ner-

ships' between the government， civil society associations and private sector companies， presided 

over by the Con・叩lhoda Comunidade Solidaria， also created in 1995. Although there is a gen・

eral perception that the expenditures of this program were relatively well targeted， there is no 

careful evaluation of its impact either in terrns of the benefit incidence or in terrns of a shadow 

valuation ofthe impact for the recipients. 

Camargo and Ferreira also reviewed coverage and targeting perforrnance of social expendi-

ture. In 1996， the Brazilian federal government spent about US$75 billion on“social訂 eas"

including education， health， social security， social assistance programs and other labor-related 

transfers. According to the calculation of Paes de Barros et. al (1999) as sited by Camargo and 

Ferreira， only 15% of this amount would have been sufficient to eradicate poverty if the money 

was perfectly and costlessly targeted through income transfers. This means that more than 85% 

of the money spent was wasted through leakages to undeserving beneficiaries or inefficiencies in 

administering the programs. The federal government、ssocial expenditure amounted to R$130 

billion in 1998. This was eq山valentto 64% of the total government expenditure and 21 % of 

GDP for that year， constituting the highest level in Latin America. Camargo and Ferreira found， 

however， that much of that money was poorly targeted and few programs succeeded in reaching 

the poor， while a substantial amount benefited the middle class and the rich disproportionately. 

The highly ineffective targeting of social spending is clearly an important p訂 tof the reasons for 

Brazil's failure to improve the living condition ofthe poor." 

In 2001， Cardoso administration initiated the Bolsa E.‘scola Program. This is a poverty-tar-

。Ve1ezand Foster (1999) studied the relationship between public social expenditur巴andsocia1 indicators，叩a-

lyzing data合om15 comparator countn目 fromLatin America and East Asia. Consistent w池山efindings by 

Camargo and Ferreira、theyalso conclud巴thatthe most plausible explanation for poor social perfi 

Brazil is the probimn ofmisallocation of public social spending across progmm areas as well as deficierICi 

the targeting of social spending across th巴incomedistribution. 
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geted conditional cash transfer program where poor families can receive cash grant with the con-

dition that their school幽agechildren (age 7 to 14) remain attending school. This model of condi-

tional cash transfer has become popular and is increasingly being used in developing countries. 

However， researchers are concerned that social sector indices targeted by these programs have 

shown little improvement， and debate has intensified over the need to reform the design and 

implementation of such programs. This was the motivation for the seminar entitled “Brazil: Ele-

ments of an Effective Social Agenda" organized by the Inter-Arnenca Development Bank in July 

2003. 

The paper by Cardoso and Portela Souza (2003) presented at the seminar estirnated the 

impact on school attendance and child labor of the Bolsa Escola program and the PETI 

program.7 PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho lnfantil) is a targeted cash transfer pro-

gram similar to Bolsa Escola with the objective of eradicating the worst forms of child labor by 

providing cash gr加 tsto families with children of school-going age (age 7 to 14) and by requir・

ing出atchildren attend school at least 80% of the required number of hours at school and a pro-

gram of after-school activities. PETI was first implemented as a pilot program in 1996 in the 

state of Mato Grosso do Sul，印紅eaof high incidence of children working in the production of 

charcoal， and later expanded to other areas with high incidence of child labor. The differences 

between these two programs are that PETI was initially introduced in rural areas while Bolsa 

Escola was initially located in metropolitan areas. PETI targets the worst forms of child labor， 

while the Federal Bolsa Escola Program selects families based on an income-means test andJor a 

scormg system. 

Using micro household data合om2000 Census， Cardoso and Portela Souza found that these 

income transfer programs had no significant effect on reducing child labor， but a positive and 

significant impact on school attendance. Apparently， these programs increase the chance of a 

p∞r child going to school， but do not reduce his or her labor activity， probably because children 

combine school and labor as the cash grants訂 et∞srnall to provide an incentive to forgo the 

labor income. Thus Cardoso and Portela Souza conclude that income transfer programs are inad-

equate and that they have to be supplemented by programs aimed at fundamental structures， such 

as improving the quality of education. 

So， what did the President Cardoso's social policies achieve? Unfortunately， studies that 

7 Ca紅rdoωso，E日liana印 dAnd命r己Por打telaSおou山za弘'

d叩 c印ei凶nBrazil"， mimeo仏， Au暗g凶 t20∞03. 
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rigorously evaluate his specific programs are sparse. Beyond the findings that his Bolsa Escola 

Program succeded in keeping children at school， much of the positive assessment of his social 

policies and programs seem anecdotal. On the other hand， it is clear that the very regressive 

nature of the govemment's social spending is a persistent and major problem. Even if we may 

conc1ude that President Cardoso successfully steered Brazu's social policies in a right direction， 

we would also have to conclude that much remains to be done in terms of fundamental structural 

change in the way the society agrees to distribute its social spending. 

Prospects for Lula's Social Policies 

President Cardoso， a sociologist with a profound understanding of the social nature of 

poverty， is said to have done much to address the problem of poverty. Some social indicators 

have shown improvements and many of his social programs are considered to have been an 

improvement over what had existed when he took office in 1995. However， there is much to be 

improved especially in terms of how the social spending is distributed among di丘町entsegments 

of the population. Several of Cardoso' s most successful programs are scheduled to be continued 

and expanded under Lula administration. President Lula， who came into office with a promise to 

realize far勘reachingsocial changes， seems to be sensible and practical enough to keep what is not 

broken. However， will he be able to make real changes in the Brazilian society in a way that the 

poor can gain larger shares ofthe country's economic development? 

Lula's“Zero Hunger Program" is closely watched throughout Latin America and beyond， 

and is considered an important test for his administration. Since taking office in January 2003， 

President Lula has positively surprised the intemational financial market by maintaining market-

合iendlyeconomic policies and sustaining Brazil's macro economic stability. However， he has 

been criticized for being slow in materializing his promise of “far-reaching social changes"・

Considering the deep-rooted and profound nature of Brazil's social problems of poverty and 

inequality， realizing such changes in any way is a longぺermproposition. Improving the target-

ing of social expenditure， which will be an important and necessary step， entails not only the 

improvement oftechnical and operational capacities ofthe administrative staffinvolved， but also 

redistributing the benefits away合omthe current beneficiaries. Accomplishing this will require a 

lot of political capital on the part of the President. 

In this sense， it is important to note that President Lula has been making important progress 

in the reform of pension system. On November 26， 2003， the Brazilian congress passed the 

amendment in the first round of voting on the pension reform. The amendment will reduce pen-
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sions for some former federal employees who sometimes receive retirement benefits equal to or 

greater than their working salaries. The change will reduce some of the large inequality that 

exists between public sector employees and the private sector workers in their pension benefits. 

It is unknown how much impact this amendment can make in redistribution of social expenditure 

in a broader sense.日owever，considering the large share of pension payments in the total social 

expenditure of the federal government (about 68% including welfare programs in 1996，) this 

amendment， ifrealized， will be a tangible positive step. 

While President Lula still enjoys a great deal of support合omBrazilian people， the danger is 

that because of the very high expectations he generated upon his taking office， people may 

sooner or later lose patience and get disillusioned. It is important that he explains to the Brazil-

ian people clearly and honestly about what he can and cannot do with his social policies during 

the short period ofhis mandate. If successful， President Lula's social policies， including not only 

his “Zero Hunger Program，" but also pension reforms， tax reforms and other structural measure 

to bene五tthe poor， can be an important endorsement for the model of economic policies that are 

based on market competition， but with clearly defined and effectively managed public interven-

tions for social objectives， following the earlier Chilean experiences of 1990s. Then， Lula's 

presidency will have a very important positive impact on the social development model for the 

entire Latin America region and beyond. 
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23. Report on the F easibility of a Survey on Civil Society in Brazil 

Edson Kenji Kondo， Foreign Professor 
Master's Program in Area Studies 

Universi句TofTsukuba 

This report complements and completes the information available in the initial mission 
report to Brazilp submitted on October 15p2004(attached as Appendix 2)， and presents 
the current state of negotiations with the Brazilian partners. 

Following the initial visit to several institutions in Brazil during October 2004， our 
continued efforts resulted in the agreement of the Catholic University of Brasilia 
(UCB) to coordinate the study in Brasil‘After， moving through the necessary steps to 
ensure institutional support at all levels， UCB designated four researchers to 
implement the survey effort in Brazil: 

Luiz Siveres， Ph.D.， Director of Extension Services -Coordinator 
Ivan Rocha， Ph.D.， Vice-Rector ofResearch 
Adelaide Figueiredo， Ph.D.， Director of Research 
Helio Eduardo Silva， Ph.D. 

As explained before， the Presidency of the Republic of Brazil also showed a strong 
interest in the project， particularly considering that the project aims converge with the 
objectives of the new Workers Party Government in Brazil. 80 far， and unless 
unexpected circumstances arise， the Presidency of the Republic is considering to be an 
official sponsor of the project， and will appoint an official to participate as member of 
the advisory committee to the project. 

The creation of an advisory committee will allow the project to tap the expertise of 
specialists who may not have the time to engage directly in the project， but are willing 
to volunteer time on an ad-hoc basis. Also， Brazil is a huge country with diverse 
geographical regions， different ethnicities (European im~igrants， Asian immigrants， 
Mrican immigrants， native indigenous communities， etc.) ， and enormous inter and 
intra-regional inequalities.As such，no single team or organization can effectively 
claim to have a comprehensive knowledge of the diSURd realities that comprise the 

country. 

On the other hand， the coordinating team is aware that the survey should be careful 
not to become bogged down in an extensive and unwieldy process of endless 
consultations.As a result3the advisory committee will be used strictly for consultation 
purposes，leaving the decision'making authority to the Catholic University team， 
which has the ultimate responsibility for the implementation of the project in Brazil. 

With regard to the financial resources needed for the project，the coordinatmg team 
estimatρs that with 2million yenp a survey covering Brasilia，the capital Cdit句yあ"and the 

Wωth巧Jわ3jム7入~IHmI
however，some components of the project?such as doing a foresight exercise (See details 

in Appendix 1)， cannot be included 
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Considering the size and diversity of the country， it wou1d be ve巧Timportant for the 
project to be able to draw a picture ofthe country that is not overly biased. With a small 
level of resources， the project will have to accept the limitations of ignoring important 
contemporary civil society issues， such as those found in the Northern Amazon region 
where indigenous peop1e's issues， environmenta1 destruction， and agribusiness 
interests intersect in comp1ex and dangerous ways. The Southern region involves 
issues rdated to small fam1ers and peasants，organic production，cooperativesl 
agribusiness， and 1and1ess peop1e. The southern region used to have the most ba1anced. 
income distribution， but the last coup1e of decades saw many changes for the worse. 
The inhabitants are most1y descendents of Western and Eastern Europeans， except for 
the few aborigina1s who still survive precariously in the region. The B丘hiaregion 1S 
where the b1ack popu1ation， cu1ture， music， literature， and cuisine define what some 
call one of the happiest， slow-paced regions in Brazil. In many ways the regio泣
represents -a10ng with Rio de J aneiro -a life sty 1e that romantics wou1d call the九nost
Brazilian of all，" and 1eaving it aside wou1d be a great 10ss for the survey. The 
Northeast is the semi-arid region of Brazi1， where drought is chronic and its population 
is considered the “sufferers" of Brazil. Life in the region is dif五cultdue to the丘dverse
climatic conditions， and income levels are the 10west in the country. In a nutshell， this 
is a simp1istic introduction to the complexity of Brazi1， which still includes cities in 
which one can speak only Japanese and live a good life (in many cities of the Sao Paulo 
state or Parana state)， or speak on1y German and do as well (in few cities in the Santa 
Catarina state). Brazil is also one of the few p1aces where Arabs and Jews can tease 
each other with politically incorrect jokes， whi1e drinking and p1aying soccer together. 

In summary， depending on the resources avai1ab1e， the following different 1eve1s of 
geographica1 coverage and scope wou1d be possib1e: 

Financial Number of Future perspectives of 
resource Geographiむalcoverage returned civil socieザ
available questlOnnaues (foresight exercise) 

2 mil1ion yen Brasilia， Sao Paulo 1，000 ーー叫崎明陣帽

Brasilia， Sao Paulo， one 
3 to 3.5 million additional reglOn 

1.500 Possible， but focused 
yen (No rth ， Northeast， on 2 or 3 themes 

Bahia， South， etc.) 

5 million yen 
As close to full 

2，500 針。bablycan cover up 
coverage as possible to about 5 themes 

Finally;the approximate schedule of activities of the project for the next 2years is 
described in“Appendix 1 -Preliminary schedu1e of activities for the Survey ~n CivH 
Society in Brazil." 
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Appendix 1 
Preliminary Schedule dActivities for the Survey on Ci吋1Society 

in Brazil 

Summary 
January 18th， 2004. 

Octobcr 2004 

Preparations for Feasibility Study 

"EdSOIlkoM03s tfip to Bradin order to idenHfy po胎ntialpartners for carrying out joint survey. 
Tdentified partners: 

-CathoJic University of BrasIJia， Pl'Of Luiz Sivel'es as main contact. 
-Executive Secretariat of BrazIlJs Pl'esidency of R勾 ublic，Ms. Gioconda Bretas. 
-University of Sao PauJo (USP) 

-BraziJjan Association of NGOs (ABONG) 

-BrazIlian Institute of Social and E∞nomic Analyses (Ibase) 
ー Universityof Campinas 0むNICAMP)
November / Deωmber 2004 

Institutional definitions and negotiations within the Catholic University of Brasilia and other 
Brazilian organizations 

. Remittance of 0伍ciallettersigned by Prof. Tsujinaka and Prof. Kondo， requesting the ∞operation of 
Brazil's Presidency of the Rβpublic 
. Catholic University of Brasilia (UCB)∞n五rmsits institutional ∞mmitment and participation 
-UCB allocates 4 researchers for implementing the project as their ∞n仕ibutionto the joint project. 
January 2005 
. Final draft of feasibility study. Presented ωProf. Tsujinaka. 
Until March 2005 
. University of Tsukuba wilI alIocate budget for the project (2 million yen minimum expected by project 
句am)
Until May / Junc 2005 
• University of Tsukuba may con五rmadditional financial resouras (li 5 million yen available， full 
∞verage of the countηwill be possible) 
March …September 2005 
-Define details of inter-institutional contract for project implementation. 
September / October 2005 
-Financial resources available for transfer to the Catholic University of Bras出a

-Questionnaire distribution and return 
November 2005 / January 2006 
. Data ∞mpilation and preparation of the final data report 

Januaη/ March 2006 
備 Elaborationof the final report by Tsukuba University with the collaboration of UCB. 

April 2006 / March 2007 
-Production of a book edited by TS11}tuba University with the collaboration of UCB and other 

researchers. 
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Appendix 2 -Report on Trip to Brazil 

University of Tsukuba 
The Civil SocietyF the State and cultue in Comparative Perspective 

Preliminary Report on the Fea8ibility Study for a Survey of Ci叫 Society出 Brazil

Report date: 
Duration of visit: 
Mission member: 

Objective: 

Trip to Brazil 

October 15， 2004 
October 1 -11， 2004 
Edson Kenji Kondo 

Foreign Professor of Area Studies. 
Identify and discuss with potential partners for a survey on civil 
society in Brazil. 

The visit to Brazil successfully allowed the identification of potential partners and 
obtained the firm support of some researchers. It was also received with interest by 
other researchers， organizations， and the government. 

In brief， the Catholic University of Brasilia is moving to support the project 
institutionally， and it is a strong candidate to coordinate the process within Brazil. Prof. 
Luiz Siveres， Director of Extension Programs， showed a strong interest， and declared 
that he would make time available for successful carrying out the project. He will also 
submit a request for an institutional approval and commitment at the highest level 
through the proper channels. 

The University of Sao Paulo also showed strong interest， but mentioned that 20，000 
dollars would be too small an amount to enable their involvement as it is. They offered 
to continue discussing， and verify the possibility of raising additional funds from other 
funding agencies. 

The Presidency of the Republic of Brazil also showed interest in contributing to the 
project， and they promised to， upon official re包uest，verify the possibility of making the 
confidential database of 2，000 plus organizations available for our use， and to consider 
providing their institutional seal of sponsorship by the Presidency of the Republic to 

send out the questionnaires. 

Other researchers showed interest as well， but are currently committed to other large 
projectsand camot make time available for this project.Many of themp however， 
mentioned their interest in COIltributing with an article for the book to be published in 
the future.Some of the meetings had to be changed due to some political jockeying 
resulting from the recent municipal electionsFbut my restricted availability forced me 

to cancel them. 

Finally?in the coming weeks，I wiii continue COIrlII111nicatmg with Braziliarl researchers 

and the final report should be ready in a few weeks. 
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Contacts 

Name Telefone OrganizatioI! 

Luiz Siveres 61・356・9082 Director of Extension Programs， Catholic 
University of Brasilia 

Claudio 61・448・7190 Director of the Center for Science and 

Chauke Technology， Catholic University of Brasilia 

Cristina Inoue 61・233・6939 Department of International Relations， Federa1 
University of Brasilia 

Gioconda 61・411・1160，Ad viser， Genera1 Secretariat， Presidency of 

Bretas 411・1179 Republic 
Palacio do Planalto， 40. andar， sala 20， 
70150・900Brasi1ia DF 

Luiz Roberto Same Under-Secretary for Social Articulation of the 
de Souza Cu巧7 General Secretariat of the Presidency of the 

Republic (Sub-secretario de Articulacao Socia1 
da Secretaria Geral da Presidencia da 
Repub1icel.) 

Denise 11・3237・212 ABONG -National Association of NGOs 
Carreira 2 Rua General Jardim， 660， 70. andar， Vila 

Buarque (proximo ao Mackenzie)， Sao Pau10 
He1da 11-3237・212 ABONG -Institutional Development 

2. ext. 210 
Antonio Same ABONG -Regional Director 
E1ei1son Leite 
Sergio 21-2242・214 Coordinator of Project Sustainab1e and 
Schlesinger 9 (home) Democratic Brazil， and consultant to FASE 

(Forum for Organizations of Social Assistance 
and Education) 
Rua das Palmeiras， 90， Bo凶 go，21-22削 441，I 

Rio de Janeirq， RJ， CEP 22270・070
Candido 21・2509-066 IBASE -Brazilian Institute of Socio・E∞nomlC
Grzybowski 。 Analyses 
Leilah Landin Federal University of Rio de Janeiro 
Rosa Maria 11・3031-652 Coordinator of the Center for the Study of 
Fisher 6 Management in the Third Sector -CEATS， Sao 

Paulo University 
Paulino 11・3091-536 Vanzolini Foundation， Polytechnic Sch∞1， 
Francischini， 3 University of Sao Paulo. 
Mauro 
Zilbovicius， 
Roberto Marx 
Paulo Yoshio 61・325・3987 Director of the Department of the Nationa1 
Kageyama ，5590 Programme for Biodiversity Conservation， 

Secretariat of Biodiversity and Forests 
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Travel itinerary 

高 ie Activity 
Flight :Oct 1， 2004 Departure from N arita AA168 NRT-JFK (Friday) 

Oct 2， 2004 Arrival in Sao Paulo AA951 JFK"GRU 野)
3， 2004 Sao Paulo-Brasilia RG2266 (Sunday) Quality Suites Lakeside.SHTN，Trecho (9:00 -10:31) 

l，lt23Asa Norte.No.ref.2001349936 
市ct4， morning Discussion with Dr. Luiz Siveres. 

Director of Extension Programs3 
Catholic University of Brasilia 

Oct 4， afternoon Discussion with Gioconda Bretas. 
Ad viser， General Secretariat， 
Presidency of Republic. 

Qct 5， morning Discussion with Prof. Cristina Inoue of 
the Department of International 
Relations， Federal University of 
Brasilia 

Oct 5 (Tue) Brasilia -Rio de Janeiro RG2071 
Acapulco Copacabana Hotel (12:15 -13::55) 

Oct 6， afternoon Discussion with Mr. Sergio Schlesinger， 
Senior Economist， Coordinator of 
Project Sustainable and Democratic 
Brazil， FASE (Forum for Social 
Assistance and Educational 
Or耳anizations)

Oct 6 (Wed) Rio" SP RG8922 
(19:35 -20:35) 

Oct 7， Discussion with Prof. Rosa Maria 
afternoon Fisher， Coordinator of the Center for the 

Study of CMEAanTaSg)】ement in the Third 
Sector (CEATS)， University of Sao 
Paulo・

Oct 8 Discussion with Prof. Paulino 
Francischini， Ma uro Zilbovici us， and 
Roberto Marx of the Polytechnic School， 
University of Sao Paulo. 

AA950 GRU-JFK 
Oct9E1M示D戸nd両ayLjj)-

Departure from Sao Paulo 
AA167 JFK-NRT 

'1 Oct 1 Arrival in Narita 
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24.アフリカの民主化移行と市民社会論本

筑波大学大学院人文社会科学研究科現代文化・公共政策専攻講師岩田拓夫

はじめに

本書では、 1990年代のアフリカlにおける民主化としづ政治的出来事をどのよろに理解

し、 21世紀はじめのアフリカ政治にどのような展望を見出すことがで、きるのかを注索する
ことを目標としている。

民主化は、近年のアフリカ政治において最も重要で、かつ多くの問題を抱えてきたイシ

ューのひとつである。アフリカに「民主化の波Jが起こったと言われてから既に 10年以

上が経過した。独立以来、軍事クーデターによる政権交代と権威主義2的な政権が繰り返さ

れてきたアフリカ諸国におい:て、 1990年代の民主化フ。ロセスは独立に次ぐ「第二の解放J

とも表現されて期待を集めたとこの「民主化の波Jは単に国外からやってきただけでなく

園内における民主化を求める波と共鳴した形で高まっていった。もっとも、近年の民主化

はアフリカ均ナの現象ではなく、ハンチントン (SamuelHuntington)のいうところの

f第三の波」斗が東欧、ラテンアメリカ、アジアという他の非欧米地域において発生したと

いう世界的な潮流に連動していた。

しかし、人々の期待を背負ったアフリカの民主化プロセスは、現在のところ大部分の国

において停滞している、もしくは頓挫したと言わざるを得ない状況にある。 1990年代の

民主化プロセスによって複数政党制という多元主義的で競争的な政治システムへと転換し

たアフリカ諸国のうちで、暴力や不正を伴わずに選挙としづ手段によって政権を争うとい

うゲームのルーノレが遵守され続けている国は少ない。

アフリカ諸国においては、複数政党制を導入したものの、選挙は権力側によって操作さ

れ、野党は分裂と対立を繰り返した末に弱体化している。このような状況においては、選

挙によって政権が変わる可能性が見込めない、制度としての民主主義がはやくも形骸化し

ている国が、アフリカ諸国の中で多くを占めているえさらに、民主化以前の政権交代手段

である軍事クーデターや内戦に逆行する国が現れ、その行きつく先は国家の崩壊で、あったD

複数政党制の形骸化、権威主義的な統治への回帰に代表される現在のアフリカの政治的問

題には、一党制や軍事政権から複数政党制へ移行する民主化移行期に大きな原因が存在し

ている。

他の第三世界地域と比較して、アフリカの民主化においてより特徴的であったと考えら

れるのは、民主化プロセスが国家指導者や軍、国家エリートの合意によって開始されたも

のであったというよりも、国家の弱体化と崩壊の危機が露呈する中で、それまで国家レベ

ルにおける政治主体として認識されてこなかった社会勢力が、民主化プロセスの直接的担

い手として関与しようとしたことであった。さらに、アフリカにおいては、「市民社会jは

民主化プロセス開始後も政治と密接な関係を保ち続けようとした。そして、企業活動から

社会生活までの全てにまたがる一党制の中心を占めた「国家政党J、もしくは軍に収数され

るシステムであったアフリカ諸国において、国家の破綻が人々の眼前にさらされた状況で

開始された民主化プロセスは、(也の第三世界地域よりも大きな政治的不安定化のリスクを

背負うことを余儀なくされたD このようなアフリカの民主化プロセスに対して、従来の分

析枠組みでは理解することが難しくなってきたことから、アフリカ研究者の間に急速に[市

民社会J(CiviISociety)なる概念への注目と依存が起こるようになった口

取岩田拓夫、『アフリカの民主化移行と市民社会論一国民会議研究を通してー』、序章:本書の問題意識と分析視角、

国際書院、 2004年。
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アフリカ諸国全体において共通する社会・政治的特徴は、国家による統治が国境線で仕

切られた領域全体には及ばず、領域内に生活する人々のアイデンティティーが「国民Jと

いう形で国家にはほとんど直結しないことである。アフリカ諸国においては、国家の影響

力は決して包括的ではない。個人・集団を構成する優先順序が流動的で選択的な複数のア

イデンティティーが錯綜しているアフリカ社会において、民主化の時代に入って国家とい

う幻想を共有することすら困難であった。そして、アフリカにおける「市民社会Jの議論

の拡大は、アフリカにおける国家の在り方に対する新たな問いかけを想起させることにも

なった。

その後、アフリカを舞台として[市民社会j概念は政治研究者の世界だけでなく、援助

国・援助機関、被援助国の相互における政策実施レベルにまで拡大していった。そして、

グローパノレ化の潮流に乗って「市民社会Jとしづ概念が国際社会、アフリカ諸国において

イデオロギ_ 6化する現象も起こった。アフリカを舞台とした「市民社会J概念の議論は、

時間と共に質的変容が起こっていった口「市民社会J概念は、民主化を中心としたアフリカ

政治を理解するためのアプローチにとどまらず、「市民社会」概念がもたらした現実の政治

舞台における「市民社会J言説、さらに「市民社会なるものJの実体が変容しながら政治

的に影響を及ぼしている複雑な状況を創り出した。そこで、「市民社会J概念には媛昧さが

つきまとうものの、少なくとも 1990年代以降のアフリカ政治を理解するためには、避け

て通ることのできない研究アプローチ、実証的研究対象となったD

「市民社会」概念、を通じて、アフリカにおける民主化プロセスに関して考えていくにあ

たって、本書では主にフランス語圏アフリカ諸国を中心に召集された「国民会議j

(Conference Nationale Souveraine) としづ政治変革のための場を実証的研究対象と

する。国民会議とは、民主化運動の原動力となった社会勢力を中心に構成され、民主化移

行のための暫定的統治主体として政治的変革と国民和解を試みた、独立後のアフリカ政治

史において画期的な「全国民j の代表によるフォーラムであった。

一般的に、アフリカにおける民主化プロセスを前後二つに分けて考えた場合、一党制や

軍事体制から複数政党制への移行をおこなった後で国政選挙を実施するとし 1う制度的変革

を意味する「民主化移行J(Democratic γ'ransition) と、民主化プロセスによって導入さ

れた制度が反復実施されていく中で、民主主義への意識が高まり、暴力や不正を伴わない

政治的ふるまいが規定されていくという f民主化定着J(Democratic Consolidation)と
に区分されてきた。本書では、現在のアフリカ諸国における民主化の停滞や権威主義への

回帰の問題の起源となっている民主化移行に重点をおいて研究を進める。次に、本書にお

ける論点を示す。

1 本書における論点

本書における論点は、以下の 3つに要約される。

ひとつめは、国民会議の民主化フ。ロセスにおける役割に関する考察をおこなうことであ

る。政治的変革を求める社会勢力を中心にして召集され、暫定的ながらも民主化移行を担

おうとした国民会議に関して、比較研究を含めた様々な角度から立体的に考察を積み重ね

ていく。

2つめは、 1990年代を通じて多くの論者によって論争的に語られてきた「市民社会j

という概念のアフリカの民主化プロセスにおける意味とその可能性を考えていくことであ

る。動的で変化する政治状況を映し出す「鏡J7として、イデオロギ一、さらに政治主体と

してアフリカ政治に関わっている「市民社会」概念、の意味を考え、その変容に注意を払い

ながら民主化7ロセスの理解を試みてし、く。本書では、「市民社会Jを語ることは国家を語

ることであるりという立場に組しており、国家や権力との関係から切り離して「市民社会J
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を議論することはできない。つまり、「市民社会j を議論するとしづ F とは、「市民社会J

という鏡を通して正面からは捉えにくいアフリカ幅約描き出す吟でもあるO

3つめは、上記 2つの論点の考察を経たアフリカの民主化移行の再検討である。現在の

アフリカ諸国においては、民主化の停滞もしくは挫折、新家産主義的な権威主義への回帰、

腐敗の継続、果ては国家の崩壊や内戦としづ困難な政治状況にある国が大半を占めるが、

その兆候は 1990年代はじめの変革の熱に浮かれていた民主化移行期に存在していた。そ

こで、現在のアフリカの政治的問題を理解し、解決を模索するためには民主化移行期の再
検討という作業が不可欠となる。

以下では、上記 3つの論点を相互連関させながら、 1990年代アフリカの民主化に関す

る総括をおこない、 21世紀のアフリカ政治における展望と可能性を見出してし、く。

2 実証研究対象としての国民会議に関して

本書では、 f市民社会j概念を通して 1990年代のアフリカの民主化プロセスを再検討し

ていくが、このテーマにおいて極めて密接に関わる実証研究対象と考えられるのが国民会
議であった。

アフリカの民主化プロセスの多くは、権力者や政治エリートによって上からもたらされ

たものではなく、社会組織の運動を中心とした下からの圧力や外国からの圧力に屈する形

で始まったという特徴がある。そして、民主化プロセスの初期の段階においては、「市民社

会j は権力の空白を埋める役割をも果たしたのであるが、それが最も明確な形で具現化し

たのが国民会議であった。はじめに、国民会議という国民対話フォーラムの場に関して説

明しておく D

国民会議の正式名称は、「主権を有した国民会議J(Conference Nationale 5ouveraine) 
(下線は筆者)であった通り、国民会議は園内領域における最高権限を有し、それまでの

憲法、「国民議会J(Assemblee Nationale)、政府としづ国家機関を停止した上で、民主

化移行のための官定的統治主体となることを宣言したD 国民会議には、文民クーデタ…

(Coup d'etat civil)や制度的なクーデター (Coupd'etat institutionnel) 9と称される

側面もあるが、そのように言い切れないのは国家元首たる大統領の地位は保証されたこと

であった。

民主化移行期間中の大統領の職権は、基本的には条約への署名、外交使節の接受、軍の

統帥者という儀礼的なものに縮小された上に、職務の実施は国民会議及び国民会議によっ

て設置された機関の決定、指示に従うものとされた。 一般的に、軍の人事権は、国民会議

によって設置された民主化移行政府の首相の下に置かれた100国民会議は、知識人、学生、

弁護士、労働組合、宗教組織、 NGO、商工業組織、農民組織、女性組織、公務員組織とい

った社会組織と、国民会議召集を求める民主化運動の過程で合法化された政党によって構

成されていた。国民会議は、概ね一年前後と定められた民主化移行期間中に、これまでの

国家のあり方の総括、新憲法の立案、その可否を問う国民投票の実施、選挙法改正をはじ

めとする民主化への政治制度改革をおこなった上で、国政選挙実施による民主化移行の完

了をもってその役割を全うすることを掲げた。
国民会議の歴史的モチーフは、フランス革命前後に召集さ丈した(三部会J(Etats 

generaux)や「国民公会J(Convention Nationale) 11であった叱国民会議が召集され

た 1990年代初めは、フランス革命から約 200年後に棺当し三いたことから、代表者は国

民会議による民主化移行をフランス革命になぞらえてもいた130 このように、国家の危機

における変革という面で、国民会議はその当初から擬似フランス革命的イデオロギー性を

多分に帯び、ていた140 しかしながら、国民会議は必ずしもフランス語圏アフリカ諸国に限
ーラムではなかった。フランス語圏以外でも、ギ

定された民主化、国民和解のためのフオ
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ニアピサオでは名目的に召集され15、ケニア、ナイジエリア、シエラレオネでも国民会議

召集の要求が上がっていたと言われているl60

このように、フランス語圏アフリカ諸国にとどまらず、他のアフリカの民主化プロセス

に影響を与えてきた国民会議ではあったが、国民会議に関する研究はまだ十分にはおこな

われていなし 10 ベナンで初めて国民会議が召集されてから 10年以上を経たが、国民会議

は国男!Jの民主化研究において一つの通過点として取り上げられてきたに過ぎず、アフリカ

の民主化プロセス全般における国民会議の意義を議論するような研究はほとんどおこなわ

れていない。

アフリカの民主化を理解する上で国民会議を検討する重要性は、以下の 3つの理由によ

る口ひとつめは、国民会議は現代アフリカ政治における重大なテーマのひとつである国家

の問い直しという問題に強く関係しているためである。民主化後に起こった紛争によって

国家崩壊の危機に面していたアフリカ諸国において、国家の再編成という点からアフリカ

の国家を捉えなおす実験場として国民会議を考察する意味がある。

2つめは、国民会議はその起源がフランス革命にたどられるように、国家の危機に現れ

るイデオロギー的側面を有しており、単にアフリカ政治史の一場面を作りだしたにとどま

らず、アフリカ諸国の人々の問で引き続き関心を持たれながら語られているためである。

今後、国家の存在が問いなおされるような危機において、フランス革命思想、を拠り所とす

る国民会議召集の要求が再び高まる可能性は否定できず、第二次国民会議運動を見据えた

本書の視線は単なる過去の再検討にとどまるものではない。

3つめは、国民会議は国家が崩壊へ向かう流れにおいて召集され、「文民クーデターJと

も表現されたように例外的な制度の中で民主化プロセスが開始されたためである。国民会

議を召集した各国において程度は異なるが、国民会議ではそれまでの憲法、国家体制の停

止が前提とされ、民主化移行の完了を以って解散される暫定的統治機関の設置によって制

度的刷新を試みたことであった。民主化運動の中心となった社会組織や、民主化運動によ

って合法化された政党の代表者によって構成された国民会議は、停止された国家機関を代

替する暫定的な統治機関を設置して民主化移行をよりラデイカルに実現しようとした。こ

のことは、アフリカ全体の民主化プロセスを理解するにおいて、国民会議を経ずに民主化

移行をおこなった他のアフリカ諸国とは大きく異なる点であった。国民会議による民主化

プロセスは、アフリカにおける f市民社会Jを中心とした民主化に関してより理念型に近

い形で検討することができるという点において、アフリカ全般の民主化プロセスを考察す

る上でも重要な意味を持っているのである。

3 諸概念に関する理解

本書では、アフリカの民主化プロセスの理解を主たる目的としており、政治学における

諸概念、を議論して新たな概念構築をおこなうことを目標とはしていなし 10 しかしながら、

本書における立脚点を明確にし、以下で展開される議論に混乱と誤解を生じないように配

慮、する必要はある。そこで、本書において関わりの深い、民主主義、民主化、 f市民社会J
とし 1う概念、に対する本書における理解を明確にしておく。

民主主義とは何か?という問いは、政治学の起源から現在に至るまで繰り返されてきた。

民主主義とは、古代ギリシャの都市国家における市民全員による直接参加民主主義に起源

を持つ、同意と平等を前提とした倫理・道徳的側面と、近代以降の過半数の同意に基づく

自由主義的・代議的な意思決定のルールとしての側面という 2つの性質が混ぎり合ってい

る概念である。そして、民主主義に関する議論の混乱の原因は、倫理・道徳としての民主

主義とノレーノレと可しての民主主義との混同にあり、この両者は区別して考える必要があるど

指摘されているよ/。民主主義としづ概念、は、ギリシャ時代においてはむしろ愚衆政治に近
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い意味で理解され、少なくとも「規範Jとされるような統治システムではなかったはずで

ある。それが、近代以降に概念的変容を遂げていることに注意を払うべきである口

そこで、倫理・道徳としての民主主義とノレールとしての民主主義の区別は、民主主義と

いう概念を倫理・道?戸、的に善なるものと前提とすることから生じる拘束からある程度自由

日証分析をおこなつことを可能にする。そして、民主主義を選挙に代表される政治的意

思決定のルールと割り切って議論をおこなうことが可能になる。特に、非欧米地域の政治

を考えるにおいては、この民主主義の区別の意味は大きい。ユーロセントリックな価値観

の鋳型から一旦自由に民主主義、そこに至るプロセスである民主化の問題を考えることが

可能になる。歴史的・社会的特質に影響を受けながらも、ノレールとしての民主主義が反復 e

実行されていく中で倫理・道徳的側面が顕在化すると考える方がアフリカにおいて民主主
義を議論する上でより生産的である。

上記の議論から、本書において民主主義とは多元的な政治的意思決定のルールが尊重さ

れている政治的状態であるとしておく。ルールとしての自由民主主義の達成された状態を

民主主義的と表現して差し支えないだろう。その尺度として広く参照されてきたのがダー

ル (Robert Dah 1)のポリアーキー (Polyarchy) という概念であろう 18。ダールは、よ

り民主主義的と考えられるポリアーキ…と呼び表される段階を、政治的競争の自由と政治

的参加という 2つの要素が共にかなりの程度達成された状態であると設定している。本書

との関連で言えば、国民会議は権威主義体制からポリアーキーにおける 2つのベクトノレが

一気に拡大していこうとする急激な民主化状況の中での召集された暫定的統治体制であり、

混乱の中で「市民社会Jが過渡的な政治的アクターとして存在しながら政治的な模索を繰

り返してきたアフリカの民主化移行を理解するよで、重要な意味を持っている。

このような民主主義としづ概念に対する本書の立場を踏まえれば、民主化とは政治的意

思決定のノレーノレとしての過半数主義を確保するための自由民主主義的なルールが継続して

遵守されるような政治機構・政治行動面での変化を意味する。民主主義の倫理・道徳とし

ての側面は民主化プロセスの結果に負う部分が多く、民主化とはより f民主主義的Jな政

治体制へ展開することを意味する口

前述の通り、民主化プロセスは 2つの段階に区別されて理解されている。民主化移行と

民主化定着である。本書で依拠しているリンス(Juanしinz)とステパン (AlfredStepan) 

の定義によれば 民主化移行とは民主的政治制度への変革を指すものとする。具体的には

一党体制もしくは軍事体制から複数政党制に移行する中で、選挙を自由、公正に実施する

ための憲法、選挙法の改正を始めとする政治制度の変革をおこなうことである。一方、民

主化定着に関しては民主化移行のように明確な定義づけをおこなうことは難しいが、民主

化移行で変化した制度が、本来の目的を喪失することなく繰り返し実施されていくことを

通じて19、政治機構面のみならず、政治行動においても反映されることとする。

民主化移行が主として公的な政治制度の変革に焦点を当てているのに対して、民主化定

着は公的な制度の反復・継続を通して、民主主義的な価値観、すなわち政治文化形成の側

面にも関心が向けられているという違いがある。しかしながら、政治文化の変化を視野に

入れた民主化定着の議論においては、民主化移行の議論に比較して唆昧さが生じることは

否めない 比較的明快な民主化移行の分析・評価に比較して、民主化定着に対する評価は

一様ではない。選挙を中心とした民主主義的な政治的制度がどの程度反復、継続されれば

民主化は定着したと言えるのかは一概には言いにくい。特に、アフリカのように独立以来、

めまぐるしく軍事クーデターによって政権が交代してきた地域においては、 2度や 3度の

国政選挙の実施によって民主化が定着したとは言い難いところもある。実際のところ、ニ

ジエール (1996、1999年)やコートジボワーノレ (1999年)のように、民主化移行後に
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軍事クーデターによって政権が転覆された国が現れている。しかしながら、民主化移行後

に二度の大統領選挙を実施したということは、少なくとも国家元首の 5年程度にわたる任

期の問、民主主義的な制度が何とか維持されてきたことを示すものであると理解している。

政治的ルールとしての民主主義を遵守して複数回の国政選挙を経たということは、民主化

定着の段階に入ろうとしていると考えることは可能である口

次に市民社会概念、に対する本書の理解を示す。市民社会とは何か?このこと自体が政治

哲学的な議論の対象とされてきた論争的なテーマである200 そのために「市民社会Jとい

う概念を分析アプローチとして用いることにはある程度の唆昧さを伴うことは避けられな

い。それにもかかわらず、本書において分析アプローチ、かつ研究対象とするからには、

その理由と一定の定義付けを示す必要があるだろう。市民社会という概念の使用自体は、

アリストテレスの時代にまで遡るとされるが、現代の様々な場面、文脈で議論されてきた

市民社会とは、近代西欧国家の形成と共に政治思想、に登場してきたものである。しかしな

がら、近代国家形成過程において政治思想上強く意識されるようになった市民社会概念に

関しては、一般に考えられている程には統ーされた定義や理解がある訳ではない。アフリ

カを議論する場合においても暗黙の前提とされてきた「ヨーロッパ市民社会論」なるもの

に対する万人の納得する定義は、いまだ示されていなし 10

そのことは、代表的な近代ヨーロッパの政治思想家の市民社会に対する理解を見ただけ

でも明らかである。第二章で、国家との関係、において議論するが、代表的思想家の議論を

簡単にたどるだけでもその差異は際立っており、思想家それぞれの問において市民社会の

あり方と性質に関する考え方には大きな相違が存在している。

しかし、市民社会としづ概念に対する統一された定義は存在しないものの、政治研究に

おいて何ら共通点がない訳ではない。本書において注目している、市民社会概念に関する

議論の最大公約数的な共通点は、「政治化した社会J21としづ社会の状態に関する側面であ

る口この側面は、現代アフリカ政治研究において極めて重要な意味を持つ。 1980年代終

盤以降、アフリカ各国において熱気を帯びた民主化運動は、国際社会からの外圧という追

い風にも乗って、これまで「政治社会J(Political Society)から排除されてきた「政治化

した社会Jが重要な役割を果たしていた。アフリカ政治研究における市民社会の議論が他

地域に比べてより重要な意味を持つのは、単に社会運動として民主化プロセスの開始と共

に影響力を減退させたのではなく、むしろ民主化プロセスの直接的主体として関わり続け

ようとしたことにあったD アフリカの民主化フ。ロセスにおいて、市民社会は暫定的にでは

あったものの統治主体の一員となった点で、民主化プロセスを直接的に左右するより重要

な意味を持つようになった。市民社会の民主化プロセスへの関わり方は、アフリカ各国に

おいて異なるものの、その端緒な例として考えられるのが本書で実証研究を重ねていく国

民会議であった。

また、「市民社会j概念には、暗黙のうちに政治社会としづ概念との対比において認識さ

れてきた側面がある。そこで、本書における「市民社会j概念の輪郭を示すにあたって、

政治社会という概念、に関する検討をおこなう必要もあろう。国家と市民社会、政治社会を

明確に区別して議論することを主張したステパン (AlfredStepan)によれば、政治社会

という用語でもって政治組織が公権力と国家装置に対する統制を掌握すべく、政治的な異

議申し立てのためにはっきりと自己編成する舞台のことを指している 220 そして、スデパ

ンは、民主化移行というダイナミックな状況分析をおこなうには、市民社会、政治社会お

よび国家という相互に連関しながら、しかも概念的にははっきりと異なる政治組織の権力

関係を見極めなければならないと主張している230

ステパンの議論における政治社会とは、端的にいうと主に政党によって構成される国家

466 



権力に関わろうとする公的な政治組織の行動する場である。本書においても、政治社会に

関しては基本的にはステパンの理解に沿っている O しかし、ステパンの考察はあくまでも

ブテンアメリカ諸国の軍政を理解することを目的とするものであり、そのままの形でアフ

リカを議論することには困難も生じる口それは、ラテンアメリカの軍政においては、軍や

国家が政治社会と明確に区別することができたのに対して、多くのアフリカ諸国の場合は

状況が異なっていた。アフリカにおいては、クーデ、ターによって権力を掌握した軍は形式

上の民政移管をおこない、軍人指導者を創設者とした国家政党による一党制を敷き、国家

政党以外の政党を禁止した 240 このようなアフリカの一党制においては、政治社会は国家

の翼賛機関にすぎず、政治社会の国家から独立していなかった口そのため、一党制時代の

アフリカには、スデパンのいう政治社会は国家に埋没し実質的には存在しないのと同然で

あった。そこで、アフリカにおいて一党制から複数政党制への移行としづ意味での民主化

プロセスは、政治社会の復活を意味するものであった口そして、民主化の過程において否

定された国家からは政治社会が生み出されることはなく、その母体となりうるのは市民社

会しかなかった。アフリカにおける民主化前の状況と、民主化開始までの状況において、

アフリカの民主化ブ。ロセスとは、市民社会による政治社会の再創出を意味するものでもあ

った。

政治研究において、市民社会としづ概念が清疑心を持って迎えられることの多い理由は

概念的な陵昧さに起因する部分が大きいが、その暖味さを生み出しているのは市民社会と

いう概念を複層的に構成する要素を混同して理解しているためであると考えられる。遠藤

によれば、市民社会としづ概念は、少なくとも分析アプローチとして、イデオロギーとし

て、政治主体として 3つの要素に識別されている250先の民主主義の議論と同様に、倫理・

道徳、としての市民社会は、政治的アクターとして、イデオロギーとして政治化した状態の

相互作用の反復された末に醸成されるものであり、市民社会や民主主義を議論する上で前

提条件とすることは適切ではないと考えている。

アフリカの民主化プロセスを理解することを目的とする本書の中では、少なくとも分析

概念として、政治的主体として、イデオロギーとして複層的に存在している市民社会概念

を全ての側面から総合的に議論することはできず、あくまでも一側面ずつに焦点を当てて

限定的に議論することしかできない。そこで、本舎においては限定的にこの概念を論じて

いるとしづ意味で「市民社会J26と表記する。

また、アフリカ政治を考える場合に欠かせないのが、「市民社会j と国家との必ずしも自

律的でなく密接な相互関係である。リベラリスト的な「市民社会J論の前提には国家から

の自律があるが、この前提はアフリカ政治を理解する上でしばしば足榔となるD アフリカ

政治、特に民主化を理解する上で、「政治化した社会Jである「市民社会jは国家から常に

自律的に存在することは難しい。「市民社会Jを中心とした民主化運動は、政治権力の獲得

を最終的な目標とはしないとしても、国家権力との関わりなしにはその目的を果たすこと

は不可能であるからである。
さらに アフリカにおいては、「市民社会jが映し出す国家に対して世俗的な近代官僚制

国家をイメージすることが難しいところもある口例えば、ウェーパー (MaxWeber)の分

類27を参考にして端的にアフリカの国家を表した、メダーノレ(Jean-FrancoisMedard) 

による新家産主義国家(し'Etatneo-patrimOnialiste) としづ理解がある D メダーノレは、

この言葉をウェーパーの支配に関する三類型のひとつで、ある伝統的支配のうちのひとつで

ある家産主義とは逆の形成プロセスをたどるとしづ意味で用いている。ウエプバーにおい

ては、家産主義国家は近代化の過程で官僚化されてし 1く。それに対して、メダーノレはアフ

リカの国家においては独立後に与えられたヨーロツパ的官僚制度が家産化していく様を新
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家産主義国家と表現している口このように、アフリカの国家とは近代官僚制の仮面の下に、

実際にはバヤール(Jean田 FrancoisBayart)が表現するところの「胃袋の政治J(Politique 
du ventre) 28が展開されるレントという食べ物が積まれているテーブルという側面も存

在している。

4 先行研究の整理・批判と本書における目標

本書で踏まえている国民会議とアフリカ「市民社会J論に関する先行研究と、それらに

対する本書の特長と限界を提示する。

はじめに、国民会議に関する先行研究に関しては、アフリカの民主化プロセスにおける

重要性とは対照的に、日本のアフリカ研究においてはほとんどおこなわれてこなかった。

一方で、!日宗主国であるフランス及び諸国においては皇室んに研究がおこなわれてきた。そ

こでは、国民会議が召集されて民主化移行が開始された、ベナン、ガボン、コンゴ、 トー

ゴ、マリ、ニジエール、ザイール(現コンゴ民主共和国)、チャドの各国におけるそれぞれ

の国民会議の推移と民主化移行に関して分析されてきた。

しかし、これまでの国民会議に関する研究のほとんどは、各国における国民会議と民主

化プロセスに関する平面的な描写にとどまってきた。現在までのところ、民主化プロセス

開始当初のザンピアと並んでアフリカの民主化の数少ない成功例として評価されてきたベ

ナンと、他の国民会議によって民主化移行が開始された国々とのこ国間における比較研究

は散見される。しかし、第四章でおこなうような国民会議召集によって民主化プロセスが

開始された全ての国に関する全般的な比較研究を通じて、国民会議のアフリカ全体の民主

化プロセスにおける意味までを明らかにしようとする研究はなかった。そこで、アフリカ

の民主化における「市民社会」との意味と役割を考える上で、第三章以下で議論を重ねて

いくように様々な角度から国民会議を分析する必要がある。

本書においては、国民会議の召集によって民主化プロセスが開始された 8ヶ国全てを比

較研究の対象として分析をおこなってし¥く。しかしながら、本書において研究対象国とし

て最も注目しているのはトーゴ共和国である。次節において、国民会議を起点とする民主

化プロセスの歩みを図式化するが、その中でトーゴにおける国民会議は、ラディカノレな民

主化の達成への可能性を大いに有して出発したものの、結果的には民主化の挫折の典型と

して評価されている。 トーゴには、国民会議による民主化の可能性と問題点とが集約され

ており、国民会議という場を通じた民主化プロセスの分析から、現在のアフリカ諸国にお

ける政治的問題の原因を理解しようとしづ本書の自擦において中心的な実証研究対象国と

している口本書が国民会議研究の貢献のために目的とするところは、一国毎の民主化プロ

セスに関する研究を深めるだけでなく、比較や国民会議に関わった様々な政治的アクター

に関して多角的に考察することを通じて、アフリカの民主化プロセス全般における国民会

議の意味を明らかにすることである。

次に、アフリカの民主化に関連した f市民社会J研究の系譜をたどると、プラットン

(Michael Bratton) 29に代表される 1980年代末以降のリベラリスト「市民社会J論に

議論の端緒を窺うことができる。リベラリスト「市民社会J論において前提もしくはある

べき姿として認識されてきたことは、「市民社会Jの国家からの自律的関係、一様に民主主

義的志向を持つ社会組織集団であることであった。その集約点とされるのがハーブソン30

300hn Harbeson)らによって示された、後にカスファーによって「通例J(Conventional) 
1の「市民社会J論と分類され、批判された見方であった

アフリカ「市民社会」論に関する考察は第二章でおこなうが、「通例jの「市民社会j概

念、を通じたアフリカの民主化分析とは、欧米的な民主主義的価値が如何にアフリカに根付

いているかという観点から考察するというユー口セントリックな傾向があった。これは、
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1990年代前半三でにおけ与アフリカの民主化研究に大きな影響を与え、かつ国際援助機

関においても、グローバリセーションという世界的な潮流におけるイデオロギーとして影

響力を有していた考え方であった口しかし、 1990年代後半になると、「通例Jの「市民社

会J論は非現実的、非歴史的な見方で、あるとして様々な観点から批判がなされ、それに伴
ってオルタナテイプが示されるようになった n

本書も、「通例jの「市民社会J論に対して批判的な立場から出発している。アフリカ政

治における「市民社会」概念の議論が、西欧的倫理 道徳の存在を前提として議論が開始

されたことから分析由での弱さが生じていた。それらを克服するために、本書では「市民

社会の制度化j という観点から、「市民社会J論の本来の目的であるハイポリテイクスだけ

では理解できないアフリカ政治のダイナミクスに注目して分析をおこなっていく

、本書の特長は、開始から 10年を経たアフリカ諸国の民主化フ。ロセスに関する 本格的

な実証(比較)研究である。特に、国民会議に関しては、本書はわが国における唯一の本

格的な研究である以上に、国際的な水準においても先駆的な研究となっている。加えて、

1990年代に世界中で盛んに議論されるようになった市民社会論を、アフリカ政治に関す

る実証研究の中で検証を試みているように、理論研究と実証研究の相互補完の中で議論が

おこなわれている。

しかし、本書の限界に関しても示しておく必要はあろう。本書では、アフリカの民主化

に関して「市民社会の制度化Jとしづ観点を通して議論をおこなっているが、「市民社会J
という側面のみからアフリカの民主化を全て理解できる訳ではない。従来のアフリカ政治

研究において重要なファクターとされてきた、軍や政治エリート カリスマ的指導者、パ

トロンクライアンテリズム関係などに関する本書の議論は必ずしも十分ではない。そして、

実証研究の舞台が、首都を中心とした都市圏にとどまっていることも本書におけるひとつ

の限界を示すものであり、筆者自身の今後の研究課題でもあるD

5 分析仮説に関する検討

本書においては、国民会議という場を中心として展開された 1990年代アフリカの民主

化移行を理解する上で、「市民社会の制度化Jに至らなかったことがなかったことが現在の

民主化の停滞状況をもたらしている重要な要因のひとつで、あったとし、う仮説に基づいて考

察を重ねてし 1くD

では 「市民社会の制度化Jとはいったい何を意味するのだろうか。制度化とは何か?そ

れに先立つ概念、である制度とは何か?制度に関心を寄せて研究をおこなう論者において

様々な定義が試みられてきたものの、必ずしも単一の理解がある訳ではなかった。ハンチ

ントンによれば制度とは「安定し尊重され反復される行動定式jであり、制度化とは「組

織や手続きが価値と安定性を獲得する過程」である32と定義されている。本書においては、

ハンチントンの定義よりも若干緩やかに、制度を「かなりの程度の規則性をもって繰り返

される人間の行動様式の定式化されたものjであり、これが形成されてし¥く過程が制度化

であると理解している D

これまでに、制度に関する議論は政治研究において広くおこなわれてきた。行動論後の

国家論の復活と共に登場した新制度論では、制度の性質や政治行動に会たらす影響力に関

して、政党、官僚制、法体系という従来の公的な政治制度を越えて社玄関係におけるより

広い視野から豊かな議論がおこなわれてきたものの、制度自体は所与のものとして議論が

開始される点では変わらず、どのように新たな制度が形成されていくのかという制度化の

プロセスに関して必ずしも明確な回答を与えるものではなぞった330

それでは、「市民社会の制度化Jとは具体的には何を指し不すのであろうか。これまでの

検討から定義すると、「民主化としづ文脈において、政治化した社会が反復を通じて政治ア
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クターの行動様式に影響を及ぼすように定式化された状態j となる。アフリカの民主化を

主題とする本書においては、「市民社会」概念、によって認識される政治的アクターや規範が、

反復を通じてより民主主義的な行動様式に発展することと理解しているD

この分析アフ。ローチは、アフリカの民主化分析において有意なのであろうか。このこと

を考えるためには アフリカの民主化プロセスが、権威主義的な国家の破綻と共に開始さ

れたということを指摘しなければならない。民主化プロセス以前のアフリカ諸国は、一般

的に軍を背景とした一党制か、軍事体制であった。国民皆党員制を前提とする一党制を敷

いていた国においては、政治社会は翼賛機関に過ぎなかった。大部分のアフリカ諸国にお

いて複数政党制が実施されていたのは、独立当初のわずか数年間であった340 そのため、

1990年代アフリカの民主化プロセス初期の段階においては、再登場した政治社会には政

治的経験と国民からの支持が乏しかった。また、一党制における国家政党は、複数政党制

の導入に伴ってその機能を大きく低下させていった。

民主化プロセスの幕開け時点のアフリカ諸国においては、政党の能力が著しく低い中で、

「市民社会」を除いてアフリカの政治社会において重要な役割を果たしてきたのが軍であ

った。軍そのものが国家を体現していたと言っても過言ではない国も多数存在した。その

中で、民主化の波の中で箪の政治的プレゼンスが全く低下しなかった国においては、民主

化プロセスは始まりもしなかったと言える。しかし、実際のところアフリカ諸国において、

民主化プロセスを迎えても軍の役割が全く変化しなかった国はなかった。本書においては

直接的な議論のテーマとはしないものの、アフリカの民主化プロセスにおける翠の存在を

軽視するものではない。民主化には、軍の非政治化もしくは国家の非軍事化のプロセスが

不可避であるからである350 民主化移行前のアフリカにおいては、国家イコール軍で、あっ

たという側面もあり、民主化プロセスが目前に迫った時点での軍のあり方が、その後の民

主化プロセスに影響を与えなかったはずがなかった。例えば、ナイジエリアでは、一度は

民政移管に挫折し、国際社会から厳しい制裁を受けたものの、 1990年代末には軍の意志

によって権力を移譲したことによって文民政権が発足したという経緯もあったように、民

主化における軍の影響や役割は無視できるものではない。とは言いながらも、マリのよう

な例外を除くと、軍は民主化プロセスの主導的アクターで、はなかった。

政治社会における協定によって民主化移行が開始されたのではなく、国家の自己破綻と

いう状況において始まったアフリカの民主化プロセスが、より混乱に満ちたものになった

ことは言うまでもない。このような、半ば権力の空白の状態において、各国によって差は

あるものの、民主化移行に重要な役割を果たしたのが「市民社会Jとして認識されている

「政治化した社会Jであった。また、これらの「市民社会Jと認識される社会領域は、「市

民社会j概念が持つイデオロギー性を意識的に、または無意識のうちに利用してきたので

ある。本書においては、概念的混乱によって引き起こされた不信感は根強く残っているに

もかかわらず、「市民社会j概念を分析の道標とするのは、以上のようなアフリカにおける

民主化プロセスを理解する必要があると考えているからである。

また、「政治化した社会Jである「市民社会Jは、権力の空白と混乱の中で急速に活動を

拡大していったことから、その存在自体は必ずしも民主的で、民主化を志向する場となる

とは限らなかった口実際に「市民社会Jの拡大には、排除を伴うことは珍しくなかった。

また反政府組織は、自動的に民主化勢力とは同義で、はなかった。そこで、「政治化した社会J
である「市民社会jが、民主主義の定着に貢献し続けるためには、「市民社会の制度化Jと

いう仮説がアフリカの民主化を考えるにおいて重要な意味を持ってくると考えている。

次に、この仮説が具体的に何を指し、どのようにアフリカの民主化理解に貢献できるの

かを示す。本書では、分析の便宜上 2つのレベルにおいて理解している。ひとつめは、従
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来の制度論が考察の対象としてきた政党、官僚制、法体系といったフォーマノレな政治機構

のレベルである。民主化移行とは、政治機構レベルから見れば、一党制もしくは軍事体制

から憲法の改正を伴う複数政党制への公的な制度の転換で、あった。大衆政党へ転換された

一党制を支えてきた!日国家政党には民主化を担うことが期待できない中で、民主化移行を

担う政党は「市民社会j から形成されるより他はなかった。そこで、政油機構レベノレから

見た場合、「市民社会の制度化Jとは政治化した社会組織がどのように直長的に政策決定に

関与していたのかに注目することになる。この点に関しては主に第六章において詳しく議

論することになるか、そこで、は社会組織の政党化の過程においてアフリカの民主化の停滞
を引き起こしている原因を考えてし 1く。

2つめは、新制度論における視野であるところの従来の公的な政治制度を越えた社会関

係や価値形成にまで及ぶ政治行動のレベルである。そこでは、民主的な政治的振る舞いを

可能にする政治行動がどのよ うに定着するのかに注目することになる。公的な政治制度が

変わったところで、その制度の中で特定の地域・民族・集団のみを利することに傾倒した

政治的振る舞いが続くならば民主主義的な制度は有名無実化する。そこで、「市民社会j概

念を構成するひとつの要素であるイデオロギーとしての「市民社会j の拡大が、政治行動

において政治的ゲームのルールとしての民主主義的な価値観を定着させているかに注目す

ることになる。ただ、政治行動のレベルにおける「市民社会の制度化Jの評価は単純では

なく、実証研究の積み重ねの中から検討する必要がある。

「市民社会の制度化j は、これら 2つのレベルにおける重ね合わせの中から理解されな

ければならないが、民主化移行局面においては政治機構レベルにより重点がおかれている

のに対して、民主化の定着局面においては政治行動のレベルにより重点が置かれることと

なる。これは、民主化移行フ。ロセスと民主化定着フ。ロセスにおいては、「市民社会Jの役割、

意味の変化が求められることを意味している。

国家、「市民社会J、国民会議が、どのように交錯しながら民主化プロセスが進んでいっ

たのかを単純化して整理すると 、以下のように図式化することができるD この図によって、

自民会議を通じた民主化プロセスの全てが説明できる訳ではないが、一定のイメージをつ

かむことは可能になると考えている。この図式に関連する国民会議によって開始された民

主化プロセスの比較研究は第四章でおこなってし1く。また、この図式は国民会議を経ない

民主化プロセスを歩んだ、多くのアフリカ諸国の民主化を考える上でも示唆を与えうると

考えている口

図 1に沿って、国民会議によ って開始されたアフリカ諸国の民主化プロセスを措いてい

くと以下のように説明できる。アフリカの国家は早くから機能不十分な状態にあったが、

アフリカの国家が自転車操業的な国家運営をかろうじて可能にしてきたのは、冷戦によっ

て発生していたレントであった。しかし、冷戦構造の崩壊によって、独立以来アフリカ諸

国が覆われていた東西両陣営の影響力の維持・拡大のために無条件に発生してきた援助が

消滅したことによって、アフリカの国家の機能不全が露呈し、国際社会において周縁化が

急速に進んでいくことになった。このような状態において、多くのアフリカの権威主義的

な国家は、暴力と共に国家の崩壊を食い止めてきたもう一つの柱で、あった富の分配という

クライアンテリスティックな機能を著しく低下させ、国家のレゾンデートルの崩壊に直面

した。時期を同じくして、民主化運動が高まっていった訳であるが、これは同時に国家の

問ぃ込おしで、もあった。この時点は、アフリカ諸国における民主化プロセスの最初の分岐

点であったと考えることができる。
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〈国 1:国民会識を通じた民主化プロセスの概念図〉

く冷戦時代>

一党創・家事体制において国家の容易なレントの独占的獲得
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国家のあり方が問いなおされる中で、これまでの国家が否定されて急速に弱体化してい

ったアフリカ手国においては、権力の実質的な空白の部分に「市民社会Jがなし崩し的に

拡大し、一気仏国民会議の召集へとつながっていった。それに対して、国家の指導力を維

持できたアフリカ諸国においても、地下資源に依存するクライアンテリスティックな資源

を最大限に動員して妥協を重ねつつも、 主権を維持しながら可能な限り緩やかに国民会議

を迎えることを試みた。しかしながら、 国民会議召集を求める運動が起こった 20以上に

上ぼるフランス語随アフリカ諸国の全ての国々において国民会議の召集が実現されたわけ

ではなく、国民会議の縮小版としての国家主権の移動を伴わない対話フォーラムの枠組み

で民主化勢力との妥協を図ることに落ち着いた国もあったが、これらの国についてもこの

図式に準じた民主化プロセスが展開されていくこととなった。

国民会議召集によって民主化プロセスが始まりを告げた。 そこでは、国民会議を石集に

導いた「市民社会Jが政党に転換されることが期待された。国家の弱体化によって一気に

国民会議が召集された国では、「市民社会jから政治社会への転換自体は比較的容易であっ

た。しかしながら、その後の民主化移行の行く末を分けたのは、制度的に転換した政党と、

その母体であった I市民社会Jとのつながりであった。

国民会議の召集を前後して、「市民社会Jの爆発的な拡大を生んだ口その中で、にわかに

登場した政党が国民からの支持を維持するためには、「市民社会Jからの支持と連携が不可

欠であった。それに失敗し、政党が「市民社会Jから遊離してしまった場合には、 f市民社

会」の無制限な拡大において生じた混乱の中で、!日勢力によって権力が吸収され、フォー

マルな政治制度の転換だけを残して実質的な権威主義への回帰、つまり民主化プロセスの

頓挫に陥ることになった。それに対して、主要な政党が「市民社会j からの支持を維持す

ることができた国においては、|日勢力による揺り戻しゃ非民主主義的な政治的行動に陥る

ことなく、比較的民主主義的なルールが反復、継続されながち発展するととを可能とした。

一方、国家が権力を維持する中で「市民社会の制度化Jを目指した国の行く末は明るい

ものではなかった。これらの国においては、国家による「市民社会Jへの侵入を通じて「市

民社会」の骨抜きが行われようとした。また、「市民社会jから生まれた政党も分裂を繰り

返し、民主化移行の主役となれないことが露呈すると、「市民社会Jの政党離れは加速し、

「市民社会j の政治化の度合いは弱まった。

そして、「市民社会j概念の民主化プロセスとの関わり方の変化とは別に、「市民社会」

言説の拡大は続いていった。これは、 1990年代における国際援助体制における「市民社

会Jのイデオ口ギー化に起因している。この点に関しては、第七章で議論をおこなってい

くが、国際援助機関、主要援助国はこぞ、って市民社会の発展の重要性を強調し、その結果

としてアフリカ諸国の政府を通さない援助の流れが生まれ、拡大していった。こうして生

まれた新たなレントの流れによって、国家は食べ物の載せられた唯一の大テーブルではな

くなり、 NGO等の急速な展開によって分散された数多くの小さなテーブ、ノレにおいて「胃袋

の政治」が展開されるようになった。
このよ うな状況においては、政治化の度合いの低い「市民社会j にとってもはや政党は

重要ではなくなり、「市民社会jは政党から遊離していった。さらに、旧来の国家によって

独占されてきた レン トのテーブノレを支配してきたエリートが、「市民社会Jという小さいが

数の多いテーブノレに食指を伸ばさない訳はなく、その結果自称「市民社会Jが首都を中心

としてアフリカ諸国に蔓延することになった。しかし、「市民社会Jによって発生する新た

なレントの旧来のレントとの違いは、常に国際社会のモニターに直結されていることであ

った。

473 



以上が、本書における分析アプ口ーチの提示とその射程である。最後に、次章以下の議

論の内容に関して簡単に紹介する。

6 各章の紹介

第一章では、アフリカの民主化分析アプローチの系譜と課題について検討する。アフリ

カの民主化を理解するにあたって、「選挙民主主義jから「参加民主主義jへの関心の推移、

そして「手続き的民主主義論」から「市民社会J概念へのアフリカにおける民主化分析ア

プローチの変遷を指摘したよで、「市民社会J概念のアフリカの民主化分析アプローチとし

ての問題点を提起する。

第二章では、 1980年代後半から論争が続くアフリカ政治研究における f市民社会J概
念、に関して議論する口 f市民社会J概念、の持つアフリカ政治における意味に関して、西欧近

代市民社会概念の検討を踏まえたよで、国家との関係を中心に代表的なアフリカ政治研究

者の議論をたどりながら考えてし 1く。

第一章において理論、概念に関する検討をおこなった上で、様々な角度からの国民会議

に関する検討を通じて、アフリカの民主化移行と「市民社会Jとの関係に関する実証的な

分析に入ってし、く。第三章では、 トーゴにおいて国民会議によって開始された民主化プロ

セスに関して検討する。国民会議を召集したアフリカ諸国の中では、現在も民主化の成功

例として位置づけられているベナンと比較的近い状況から民主化プロセスが開始されなが

らも挫折したとされるトーゴの国民会議に関して検討する。

第四章では、国民会議による民主化プロセスの比較研究をおこなってし、く。理念的モデ

ルを通して、国民会議を召集した諸国における民主化プロセスの比較分析をおこなうこと

によって、アフリカの民主化プロセス全般における国民会議の意味と問題点を描き出すD

第五章では、視点をミクロなものに移して、 トーゴにおける国民会議召集と民主化移行

体制において重要な役割を果たした社会組織の民主化運動への関わりを考察する。 トーゴ

において、民主化を求める「市民社会」の中心的役割を果たした人権組織である「トーゴ

人権連盟J(Ligue togolaise des droits de I'homme)の民主化運動への取り組みの変遷

を検討する。

第六章では、 トーゴにおいて国民会議召集を目指した社会組織連合が、一党制の廃止を

契機に政党に改編されてし 1く過程を検討する。国民会議召集をめぐって、「市民社会Jの政

治社会化がどのように進み、その後の民主化プロセスにどのような影響を及ぼしていった

のかを考察する。

第七章では、国際社会によって創り出されたイデオ口ギーとしての「市民社会J概念に

関して検討する。 1990年代前半に「市民社会J概念がグローパノレ化する中で、アフリカ

の民主化プロセスにどのような影響をもたらしたのかを考察する。

上記の理論的、実証的検討を積み重ねた上で、本書の結びとして終章ではアフリカの民

主化プロセスにおける国民会議と「市民社会j概念、の意味の総括をおこなう。分析アプロ

ーチとして、イデオロギーとして、政治主体として、実際の民主化プロセスとの関わりの

中で、どのような意味を持ち、どのような政治的影響を及してきたのかに関して結論を提
示する。

1 アフリカとは、地理的にはアフリカ大陸及び周辺の島興国を含む 54の主権問家を含んでいる。しかしながら、一般的

に地域研究においてはサハラ砂漠以北と以南でブラックアフリカとエジプト・リビア・マグ、レブ、諸国と区別して議論がお

こなわれている。本書においてもこの慣例に従っており、特に断りなくアフリカと表記する場合は、サブサハラ・プラジ
クアフリカ諸国 48ヶ国を指すものとする。

Z 権威主義の概念は幅が広く一元的に定義することが難しいが、ノト摘ではこの概念を限定された、賞任能力のない政治的
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多元主義を伴っているが、国家を統治する洗練されたイデオロギーを持たず、しかし独特のメンタリティーは持ち、その

発展のある時期を除いて政治的動員は広範でも集中的でもなく、また指導者あるいは時に/Jグノープが公式的には不明確

ながら実際にはまったく刊IJ可能な範囲のなかで権力を行使するような政治体制という Jiン二の定義に従って、イデ

オロギ一、動員、権力の集中の度合いにおいて、民主主義と全体主義の問の隈定されt:多一主義と う意味において理解

している。 しかしし、本論文中で用いる権威主義とυしい、づう用語は、より個人支「のf予のj誌虫し±ダ /Jr;f、(りJ聞伊平什F什rancω
附附d白伽a釘州「

リンス.フアン著、高僑進足訳『全体主義体制と権威主義体制』法律文化社、 1995年、141頁o

M6dard Jean"Francols，lL'Etat PatrifT10fMaliS6F z pulitique A斤/臼ine

悦 daぱ J伽 F町叫 i了h町eバ叩山cσ山「付is到is川 eN、V判愉恥4峠陶d的恥Oか即何附附t廿制山「刊i

Sub-与Saha「aIn1Africa，zcorruption-'critic3lAssessments of contemporary尺esearch，CMトNUPI-NORAD
Working Paper， 0510， 2000.10， pp.1-14. 
;小田英郎編著『アフリカ』自由国民社、四6年、 1-2頁。

ぷ、ンチントン サミユエル著 坪郷寅中道寿一薮野祐三訳『悌第三の波:川紀後半の民主化』三嶺書額甑房尻、 ω

5例外としては、ベナン (1991年)、ザンピア (1991年)、南アフリカ (1994年)、セネガノレ (2000年)、ケニア (2002
年)で、民主的な選挙によって政権が交代した。

6本書においては、イデオロギーとは人々の行動に影響を与え、自発的服従を可能にする思想、概念であるという意味で
用いている。

j遠藤貢 Iアフリカ I市民社会j論の展開Jr国際政治』第 123号、 2000年 1月、 13頁o

u遠藤貢「南アフリカと『市民社会j)(civil society)概念J平野克己編『南アフリカの衝撃~ポスト・マンデラ期の政

治経済"'--~ (研究成果報告書)アジア経済研究所、 1998年 3月、 5頁。

LBuijt帥 uijsRob杭 LaCon~れnce Na伽 a/e50uveraine du Tchad， Karthala， Paris， 1993， pp.61-62 
d コンゴでは、民主化移行政府首相に軍の統帥権が与えられ、軍の改編にも着手した。

Philippe Christian， lCongo:l'experience de la conference nationale， zDef討7seNationa/e， 1991.11， p.123. 
Article 40， Acte fondamenta/ pour /a periode de /a transition po/itique， le 4 juin 1991， Conference Nationale 
Souveraine， Republique du Congo. 
11河野健二『フランス革命』河出書房、 1969年、 101聞 214頁。

12 フランス政府は、 1989年 12月にベナンのケ レク大統領に送った 8項目にわたる内密文書の中で、国民公会または

三部会に相当する会議の召集を求め、その開催のための財政的支援の用意があることを示していた。

Noudjenoume Philippe， LδDemocratie au Ben的 1988・1993:Bi/an et Perspectives， Harmattan， Paris， 1999， 
pp.145-146， 373-374. 
13 Robinson Pearl T， lDemocratization: Understanding the Relationship Between Regime Change and the 
Culture of Politics， ZA斤ican5tudies Review， Vol.37， No.1， 1994， p.329. 
14 これらの現象は、現在においても進行形のフラ ンス と!日植民地であるフランス語圏アフリカ諸国との特殊な歴史的関

係に起因している。少なくとも、フランサフリック (Francafrique) とも称されるフランスとアフリカとの融合を意味

する概念的領域においては、アカデミズム、 ジャーナリズムにおいても「ポストコロエアリズムj という言葉は定着して

いないように思われる。しかし、逆に言えばなぜ「ポストコロニアリズムJが議論に上らないのかを考えることによって、

フランスとフラ ンス語圏アフリカとの微妙な関係を理解することにつながるのではないだろうか。

鵜飼哲 fポストコロニアリズム，三つの問しリ複数文化研究会編 W<複数文化>のためにーポストコロニアリズムとクレ

オーノレ性の現在』人文書院、 1998年、 39-48頁。

lS ギニアピサオの国民会議は、国家政党 PAIGCが 350名の文民(大部分が政府系企業の代表)を招いて、複数政党制

への移行を協議したフォーラムにとどまった。

Marches Tropicδux et何editterraneens(何T何)， 1990， p.2873・.
16 Eboussi Boulaga Fabien， Les Conferences Natioηa/eseηA斤iqueNoire; Une a斤airea suivre， Karthala， Paris， 
1993， p.15. 
A斤j臼 Con斤dentialー Vol.42，No.13， 29 June 2001. 
17' HIII Li;;dS; 'l'ö'~~~~ra~ and H~man Rights: A paradox for migration policy， zAfri臼 InsゅιVo1.27，No.3， 

1997， pp，189-190 
ール・ロパート.著、高島通敏前田11育ー訳『ポリアーキー』三嶺書房、 1981年。

19 リンスとステパンによれば、民主化が定着するには、国家の存在を前提として、自由で活発な市民社会の存在、自律

性を持ち評価されている政治社会、法による統治、機能的な国家官僚、 制度化された経済社会が相互作用しながら強化さ

れていることが必要であるとしている。
Linz Juan，stepan A|f「edProblemsof Democr3ticTf3nsitjonand consolidation，・ 50uthernEurope， 50uth 

America， and Post-Comr心7istEurope， John Hopkins Unive附 め Baltimore-F1996r PP5-7 

o B肋ay阿a剖訂一fjf主tJ片胤胤e白臼a釘「問んωe討れetal凶川δ剖1.，(代出ds吋)， L臼e附仰 阿l但e陥 e引nA刑仰 N的olr問r
1政治化とは何かとい うことに定義を与えるとするならば、政治と幻は立何かということに言及する止ぷ己妄があるだろう丸o 政

治化とは政治に関わるようになることであるが、政治とは どのような人々の営みなのだろうか。政治という行為に関して

必ずしも画一的な定義が用意されている訳ではないが、政治とは集団や社会において成員全体を拘束する決定に関わる行

為、それにまつわる制度や権力構造を指す(阿部斉他編『政治学小事典』有斐閣、 1978年、 238頁。) とするならば、
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「社会の政治化jとは社会が国家権力を直接目指すことを必ずしも意味する訳ではないが、少なくとも社会全体の拘束を

伴う決定に関して制度や権力と積極的に関わっていくことを意味していると言えよう。
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連合、立法府についての真剣な考察と行動を必要とする。
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ベラリズムを前提とした規範や国家からの自律性、民主化に直結させる「市民社会Jの理解は、カスファー (NelsonKasfir) 

によって Conventionalという分類をされている。「通例Jの訳語は遠藤 (2000.1) に従った9

Kasfir Nelson，lThe conventional Notion of civil Society: A Critique， まくasfir(ed.)， ciνjJ Society and Democracy 
in A斤ica，Frank Cass， London， 1998， pp.1-20. 
32 政治的制度化に関する代表的な議論は、ハンチントンの代表的著書である『社会変革期における政治秩序』の中で展
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